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令和７年 第３回定例会

予算決算常任委員会記録（第１号）

午前１０時００分 開会
令和７年９月２４日（水曜日）

午後 ４時４６分 散会

───────────────────────────────────────────────

○出席委員（２７名）

委 員 長 １９番 外 崎 勝 康 委員 副委員長 １１番 坂 本 崇 委員

１番 須 藤 江利加 委員 ２番 工 藤 裕 介 委員

３番 志 村 洋 子 委員 ４番 三 浦 行 委員

６番 工 藤 賢 生 委員 ７番 竹 内 博 之 委員

８番 樋 川 篤 子 委員 ９番 竹 浪 敦 委員

１０番 成 田 大 介 委員 １２番 齋 藤 豪 委員

１３番 蛯 名 正 樹 委員 １４番 畑 山 聡 委員

１５番 石 山 敬 委員 １６番 木 村 隆 洋 委員

１７番 千 葉 浩 規 委員 １８番 野 村 太 郎 委員

２０番 尾 﨑 寿 一 委員 ２１番 蒔 苗 博 英 委員

２２番 松 橋 武 史 委員 ２３番 石 岡 千鶴子 委員

２４番 三 上 秋 雄 委員 ２５番 佐 藤 哲 委員

２６番 工 藤 光 志 委員 ２７番 清 野 一 榮 委員

２８番 田 中 元 委員

───────────────────────────────────────────────

○出席理事者

企 画 部 長 神 雅 昭 総 務 部 長 堀 川 慎 一

財 務 部 長 今 井 郁 夫 市 民 生 活 部 長 佐 藤 真 紀

福 祉 部 長 秋 田 美 織 健 康 こ ど も 部 長 佐 伯 尚 幸

健康こども部スポーツ局長 堀 子 義 人 農 林 部 長 澁 谷 明 伸

商 工 部 長 岩 崎 文 彦 観 光 部 長 白 戸 麻紀子

建 設 部 長 木 村 和 彦 都 市 整 備 部 長 小山内 孝 紀

会 計 管 理 者 柳 田 尚 美 上 下 水 道 部 長 京 野 直 文

選挙管理委員会事務局長 奈 良 道 明 企 画 課 長 青 山 洋 蔵

企 画 課 参 事 櫻 庭 智 之 企 画 課 長 補 佐 土 岐 博 志

広 聴 広 報 課 長 宮 本 洋 広聴広報課長補佐 太 田 耕 介
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健康づくりのまちなか
山 内 恒 人 事 課 長 福 士 太 郎

拠点整備推進室長

防 災 課 長 福 士 智 広 情報システム課長 齊 藤 弘 行

情報システム課長補佐 木 村 幸 生 財 政 課 長 種 市 穂

管 財 課 長 羽 場 隆 文 市 民 税 課 長 村 元 広 美

資 産 税 課 長 田 中 知 巳 収 納 課 長 三 上 透

市 民 協 働 課 長 土 岐 康 之 市民協働課長補佐 山 﨑 幾 子

市 民 協 働 課 主 幹 秋 村 真 美 市 民 課 長 長 利 博 子

環 境 課 長 葛 西 正 樹 福 祉 総 務 課 長 高 屋 憲

障 が い 福 祉 課 長 成 田 亜 弘 障がい福祉課主幹 鈴 木 由 乃

生 活 福 祉 課 長 間 山 博 樹 介 護 福 祉 課 長 工 藤 信 康

介 護 福 祉 課 主 幹 関 進一郎 こ ど も 家 庭 課 長 清 野 悟

こども家庭課参事 村 田 善 彦 こども家庭課長補佐 太 田 宏 之

こども家庭課保育係長 福 田 育 子 こども家庭課健全育成係長 小 川 華 子

国 保 年 金 課 長 相 馬 延 承 スポーツ振興課長 若 松 義 人

農 政 課 長 一 戸 拓 利 農 村 整 備 課 長 柴 田 義 博

商 工 労 政 課 長 佐々木 幸 生 産 業 育 成 課 長 澁 谷 卓

観 光 課 長 早 坂 謙 丞 文 化 振 興 課 長 菊 地 謙太郎

道 路 維 持 課 長 竹 村 隆 史 地 域 交 通 課 長 羽 賀 克 順

公 園 緑 地 課 長 鳴 海 淳 岩 木 総 合 支 所 長 川 田 哲 也

相 馬 総 合 支 所 長 工 藤 浩 会 計 課 長 竹 内 伸 幸

上下水道部総務課長 中 村 洋 幸

───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員

事 務 局 長 西 谷 慎 吾 次 長 竹 内 孝 行

次 長 補 佐 竹 内 良 平 主 幹 兼 議 事 係 長 蝦 名 良 平

主 査 須 藤 弘 毅 主 事 外 﨑 容 史

主 事 田 村 宣 樹 主 事 飯 田 大 空

───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開会

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第94号から第104号まで及び

第115号の以上12件であります。

審査に当たりましては、お手元に配付しており

ます日程表のとおり、一般会計、特別会計、企業

会計の順序で進めてまいりたいと思います。

審査に先立ち、委員の方にお願いいたします。

質疑される方は、質疑する款項目かページを申し
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添えて質疑願います。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ

りますので、答弁は要領よく簡潔に願います。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） まず、議案第94号

令和７年度弘前市一般会計補正予算(第６号)を審

査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（今井 郁夫） 議案第94号令和７年

度弘前市一般会計補正予算(第６号)について御説

明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額に10億8355万

4000円を追加し、補正後の額を897億172万3000円

とするほか、繰越明許費、債務負担行為及び地方

債の補正をしようとするものであります。

繰越明許費の補正は、運動公園整備工事に係る

追加１件であります。

債務負担行為の補正は、伝統産業会館指定管理

料に係る追加１件であります。

地方債の補正は、観光館整備事業などに係る追

加２件、弥生荘整備事業などに係る変更５件であ

ります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、14ページを御覧ください。

２款総務費１項総務管理費３目財産管理費の５

億3889万円は、財政調整基金積立金を追加するも

のであります。

４目企画費の400万円は合併20周年記念セレモ

ニー企画・運営等業務委託料を計上するものであ

ります。

11目諸費の１億1454万7000円は、過年度に実施

した事業費の確定に伴う国県支出金等返還金を追

加するものであります。

２項徴税費１目課税費の66万円は、家屋評価シ

ステム改修業務委託料を計上するものでありま

す。

15ページにかけての３項１目戸籍住民基本台帳

費の54万6000円は、中長期在留者住居地届出等事

務に係る経費を追加するものであります。

15ページを御覧ください。

３款民生費１項社会福祉費２目心身障害者福祉

費の429万円は、就労選択支援扶助費を計上する

ものであります。

３目老人福祉費の150万円は、高齢者補聴器購

入助成扶助費を追加するものであります。

４目社会福祉施設費の315万6000円は、弥生荘

指定管理料及び弥生荘整備工事を追加するもので

あります。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費の１億6267

万5000円は、子ども未来基金積立金を追加するも

のであります。

４目児童福祉施設費の127万9000円は、弥生学

園指定管理料を追加するものであります。

16ページを御覧ください。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費の

134万円は、中山間地業務支援システムのデータ

修正業務に係る経費を追加するものであります。

５目農地費の3024万円は、農道除雪報償金及び

幹線農道緊急対応除雪業務委託料を計上するとと

もに、幹線農道除雪業務委託料を追加し、りんご

樹雪害対策農道等除雪事業費補助金を減額するほ

か、県営杭止堰頭首工地区土地改良施設突発事故

復旧・防止事業負担金を計上するものでありま

す。

17ページを御覧ください。

７款１項商工費２目商工振興費の72万8000円

は、伝統産業会館指定管理料を計上するものであ

ります。

３目観光費の1300万円は、市内宿泊施設におけ

るカットりんごの配布に係る経費を計上し、弘前



－ 268 －

城雪燈籠まつり運営委員会負担金を追加するもの

であります。

６目観光施設費の1310万円は、プロジェクショ

ンマッピング等業務委託料を計上し、観光施設整

備工事を追加するものであります。

２項公園費２目弘前公園管理費の365万8000円

は、弘前公園倒木木材利活用業務委託料を計上す

るものであります。

４目弘前公園整備費の259万6000円は、弘前城

二の丸未申櫓地盤常時微動測定業務委託料を計上

するものであります。

18ページを御覧ください。

８款土木費２項道路橋りょう費２目道路維持費

の3000万円は、道路維持補修工事を追加するもの

であります。

９款１項消防費３目消防施設費の585万6000円

は、消火栓整備工事を追加するものであります。

10款教育費５項保健体育費２目体育施設費の

6009万3000円は、運動公園整備工事を計上するも

のであります。

19ページを御覧ください。

11款１項災害復旧費２目公園災害復旧事業費の

200万円は、大雪により倒木した弘前公園内の樹

木の抜根・撤去等に係る経費を計上するものであ

ります。

12款１項公債費１目元金の8860万円は、市債の

繰上償還に係る長期債元金償還金を追加するもの

であります。

３目公債諸費の80万円は、市債の繰上償還に係

る補償金を計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、８ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、15款使用

料及び手数料、16款国庫支出金、17款県支出金、

20款繰入金のうち、地域福祉基金繰入金及び弘前

公園お城とさくら基金繰入金、22款諸収入及び23

款市債を計上するとともに、一般財源として１款

市税、12款地方交付税及び21款繰越金を追加する

ほか、20款繰入金のうち、財政調整基金繰入金の

追加１億6832万4000円をもって全体予算の調整を

図るものであります。

以上になります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎１６番（木村 隆洋委員） 私のほうから２点

お伺いしたいと思います。

まず、17ページ、７款１項３目、弘前城雪燈籠

まつり運営委員会負担金追加についてお伺いいた

します。

今回、1000万円の追加ということですが、この

弘前城雪燈籠まつりで追加になる、今回新たにど

ういう事業を具体的にやるのかお伺いいたしま

す。

次に、18ページ、10款５項２目、運動公園整備

工事の6009万3000円についてお伺いいたします。

今回、はるか夢球場の改修と、席数の増席とい

うことですが、改めて具体的な工事の概要、そし

てスケジュール、この工事をするに当たっての財

源はどういった形になっているのかお伺いいたし

ます。

◎観光課長（早坂 謙丞） 弘前城雪燈籠まつり

運営委員会への負担金の追加でございますが、弘

前城雪燈籠まつりは昭和52年から開催しておりま

して、今年度で第50回を迎える記念の回でござい

ます。

多くの市民の参加や県外客の増加が見込まれる

ほか、令和７年12月から令和８年３月までＪＲ東

日本において、青森県・函館観光キャンペーンを

実施することもありますので、本県に対する誘客

効果も高まる見込みであることから、雪燈籠まつ

りの拡充を図るものでございます。実施期間は令

和８年２月６日から２月11日までの６日間となり
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まして、主な事業内容でございますが、ナイトコ

ンテンツの強化といたしまして、追手門から植物

園までの通りに、りんご植栽150周年を記念する

一環としてりんごねぷたストリートの設置ですと

か、毎年恒例の大型滑り台にプロジェクション

マッピングを投影したりですとかを行いたいと思

います。

それから、市民参加型のイベントといたしまし

て、カラーインク入りの水鉄砲と水風船を駆使し

てチームで争うニューウインタースポーツ―ソ

ンドというものがありまして、弘前商工会議所青

年部の協力によってこれを実施したいと思ってお

りました。また、暖冬を想定しながらも何か冬期

間に楽しめるイベントとして、チャンバラ合戦み

たいなお城ならではのイベントもしたいと思って

います。

またそのほか、大雪像前のステージを利用して

市民の方にいろいろな発表の場を設けるというも

のを含めて、ステージイベントを行っていきたい

と思っておりました。

補正額が1000万円で、一般財源でありますが、

12月１日からスタートする宿泊税を活用したいと

思っております。

◎スポーツ振興課長（若松 義人） 木村委員か

らの質疑に対してお答えいたします。

まず、はるか夢球場の工事の概要ですけれど

も、現在３塁の内野席と外野席の間に、芝生の

ちょっとした小高い傾斜のついた場所があるので

すけれども、こちらに座席を設置するとともに、

１塁側と３塁側のフィールドシート、ちょうど野

球場のプレーする面と、低い席があるのですけれ

ども、そちらの空いている部分に４人がけのボッ

クスシートを設置することにしております。

座席数ですけれども、３塁の内野芝生席部分に

関しては384席、あと１塁側、３塁側のボックス

シートを合わせまして24席、合計で408席の増加

を見込んでおります。

２点目の今後のスケジュールに関してですけれ

ども、補正予算案が承認され次第、速やかに設計

等の業務を行いまして、年内の早い時期には契約

締結をしたいと考えてございます。

プロ野球の一軍戦に関しては、来年の日程は決

まっているものではございませんが、例年大体５

月、６月に楽天で開催していただいているという

のもございますので、４月末までの工事完了を目

指しております。

あと、三つ目の財源に関しましては、財源は

今、充当率75％の一般単独事業債4200万円を見込

んでおりまして、残りは一般財源ということに

なってございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今、課長からも、

雪燈籠まつりはナイトコンテンツも充実させてい

くということで、先ほど財源の話では宿泊税を充

当すると。今年の12月から宿泊税の徴収が始まり

ますので、今回の補正予算に関して宿泊税を財源

とされるものはこのほかにも、先ほどプロジェク

ションマッピングの旧第五十九銀行の話もありま

した。カットりんごは今回も挙がっていますが、

３万個の配布、あと、観光館のトイレの洋式化が

宿泊税を財源として掲げられております。

今回、弘前冬物語という仮称で、どういう名前

になるか分かりませんが、弘前市の観光の弱点で

ある冬の部分を強化しようと、私自身これはすば

らしいことだなと思っているところと、あと今

回、観光館の洋式化というハード面の整備に宿泊

税が充当されております。今回の雪燈籠まつりの

負担金、ナイトコンテンツの強化、そして12月か

ら始まる予定の旧第五十九銀行でのプロジェク

ションマッピング、カットりんごの３万個配布。

カットりんごの３万個配布は、恐らく今年度だけ

で終わりですので、来年度は多分やらないとは思

うのですが、今年の冬以降、この観光コンテンツ
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を充実させていった場合、プロジェクションマッ

ピングの事業、そして雪燈籠の事業に宿泊税を

1000万円ずつ財源として充てた場合、もし来年度

からこのイベントをやる際に財源を宿泊税にする

のかどうかという問題があるのかなと、個人的に

は思っております。この辺は、市として、今後の

このイベントの成果によってになるのでしょうけ

れども、好評だったら来年もやろうというとき

に、また宿泊税を財源とするのかどうか。それに

関して、来年の開催等も含めて、市としてやって

みなければ分からないというのは分かるのです

が、この財源のところはどういう見解をお持ちな

のかお伺いいたします。

運動公園の整備工事です。はるか夢球場の席の

増席は、合わせて408席ということでありまし

た。最後に聞くのですが、個人的にはセ・リーグ

の一軍戦ということを考えると、席数もどうなの

かなと思っております。

今回408席を補正で行うと、その後のはるか夢

球場の全体の席数の増設とか、そういう点に関し

て、市としてどういう見解をお持ちなのかお伺い

いたします。

◎観光課長（早坂 謙丞） 本事業を含めて、宿

泊税の充当につきましては、今後も限定するもの

ではございません。宿泊税導入の目的に照らしま

して、適切かつ効果的な事業の実施に必要である

と判断される事業に、優先度も考慮しながら宿泊

税が充てられるものと考えております。

その中で、長年課題としている冬の誘客促進の

ための雪燈籠まつりですとか、新たな取組が当市

の冬季イベントの主力となって、さらに魅力を高

めた祭り・イベントになっていくのであれば、そ

の必要性を毎年度検討して充当していくことはで

きるのではないかと思っております。

ただ、宿泊税は、観光部だけでなく観光振興に

つながる取組に充当していきたいと考えておりま

す。現在は来年度予算に向けまして全庁的に照会

しておりまして、事業を観光課の中で精査してご

ざいます。宿泊事業者や観光関連事業者などの要

望も踏まえながら、ハード・ソフト面で宿泊税を

有効に活用していきたいと思っております。

◎スポーツ振興課長（若松 義人） 今後の整備

についての見解でございましたけれども、この整

備以外につきまして、現時点で決まっているもの

はございません。プロ野球の一軍公式戦の誘致状

況であったり、市民の皆様のニーズを踏まえまし

て、総合的に検討していきたいと考えてございま

す。

◎１６番（木村 隆洋委員） 雪燈籠まつりのと

ころで、これはちょっと要望になるのですが、宿

泊税の財源を充てているというところで、大体１

億2000万円余り、年間60万人が宿泊するというこ

とで財源の見込みがあると。法定外目的税ですの

で、使途が観光に特化して明確でなければいけな

い。確かにソフト事業も必要性はあると思うので

すが、私個人は先にハード面にこの宿泊税を充て

るべきではないかと思っております。

圧倒的に思っているのは、弘前公園のトイレは

果たして今のままでいいのかというところだと思

います。ねぷた開催中、市民中央広場のトイレは

きれいです。観光客の方は、あれがあるとないと

では圧倒的に状況が違います。そういう意味で

は、トイレを観光地としてどうきれいに整備して

いくかというのは、私はイの一番にやるべきなの

だろうと。ハード面をそろえていってから、いか

にソフト事業に移っていくかということが、順番

としては必要なのかなと思っております。

今議会での三浦議員の質問でも、ある程度ロー

ドマップをつくっていくべきではないか。私もそ

の意見に賛成です。今後どう宿泊税を使うか、１

億2000万円の財源が来るのは分かっていますの

で、市として、例えば３か年計画、５か年計画、
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10か年計画的な、必ずそのとおりというわけでは

なくても、マクロ的な形である程度こういうもの

でいこう、ハード面でいこう、ソフト面でいこう

とか、そういうものの計画性をつくっていただき

たい。そうしないと、この宿泊税は何のために

取ったのという、津軽弁で言うと、今これやるは

んで、ばふらっとこういがさるみたいな感じだと

よくないというか、観光都市弘前をアピールする

ためであれば、こういうロードマップ、中長期的

なマクロ的な考え方を持って、使途を検討してい

ただきたいと、これはお願いで終わります。

運動公園の整備事業であります。今回は408席

を増席すると。まだ現段階で今後はあまり決まっ

ていないというお話でありました。

第２回定例会での蒔苗議員の一般質問の中で

も、セ・リーグ誘致という広島等の話も出ており

ます。やはりセ・リーグを誘致するとなると、ど

う考えても２万人規模のスタジアムがないと、ま

ずそれが最低条件だろうと。これは、皆さんも

セ・リーグの球団、これまでいろいろと交渉して

も、最低で２万人のスタジアムが必要だと。

例えば、読売巨人軍―ジャイアンツでも、み

ちのくシリーズを何年かに１回行っております。

みちのくシリーズで来たことがないのが青森県だ

け。ほかの５県では実際に開催しております。

そういった意味では、広島どうこうというとこ

ろも含めて、楽天は１試合しか行わないが、２連

戦、３連戦というところも含めて、将来的に２万

人規模のスタジアム、そしてセ・リーグの一軍戦

の誘致というのは、市として本当にスタジアムの

増設がないと多分現実味はないと思います。この

セ・リーグの誘致に対して、どういう見解なの

か、最後にお伺いして終わります。

◎スポーツ振興課長（若松 義人） セ・リーグ

の誘致に関しましては、これまでいろいろな誘致

活動を各球団と行ってまいりました。これまで

培ってきましたプロ野球球団との関係性を大切に

しつつ、セントラル・リーグ、パシフィック・

リーグ、それぞれ１試合ずつの開催に向けて、あ

らゆる可能性を探りながら、引き続き誘致活動を

行ってまいりたいと考えてございます。

◎１番（須藤 江利加委員） よろしくお願いし

ます。私からは３点についてお伺いしたいと思い

ます。

まず、一つ目が、３款１項３目の高齢者補聴器

購入助成扶助費追加についてであります。

こちらは議会でも何度か私から質問させていた

だいてはいるのですけれども、今回も補正があっ

たということなので、必要数が足りなくなってい

るということだと思うのですが、今回はどのくら

いの件数が今年に入ってから申請が出ているの

か。あと、前回より予算を立てたが、予算をはる

かに超えてきているということで、前に伺った際

に、市内にいらっしゃるドクターの皆さんが補聴

器の相談員として頑張っていらっしゃるのだなと

確認してきたところなのですけれども、このドク

ターの数は弘前市に何人いらっしゃるのかについ

ても、今回具体的にお伺いできればと思っていま

す。

二つ目が、７款２項２目になります。弘前公園

木材利活用事業についてであります。

こちらは、この間の議会で、ほかの議員の皆さ

んも質問されている中身ではあるのですけれど

も、今回活用するに当たっての事業概要を簡単で

結構ですので、改めてお伺いしたいと思います。

これに付随しまして、11款１項２目になりま

す。公園災害復旧事業追加でございます。

こちらは、倒木した樹木の活用についての部分

になるかと思うのですけれども、こちらは最終的

にどのくらいの本数、量の樹木が倒れてしまった

のかというところの具体的な数を教えていただき

たいと思います。お願いします。
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◎介護福祉課長（工藤 信康） それでは、補聴

器の申請状況ですけれども、今年度の８月末現在

で、82件の申請となっております。

また、補聴器購入助成の対象とする医療機関の

相談員ですけれども、青森県内には43名おりまし

て、そのうち15名が弘前市の病院等に所属してい

ることになっております。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） ７款２項２目の弘

前公園倒木木材利活用業務委託料についてです。

今回、今冬の降雪により倒れた木材を利用しま

して、材として何か作れないかということで、今

回の補正によりまして、桜と松材によりボールペ

ンとシャープペンシルを作製することと、松材に

より８分の１サイズのりんご箱を製作すること

と、松材によりテーブルを作製する。こちらをふ

るさと納税の返礼品として活用したいと考えてお

ります。

今年の倒れた木の量についてですけれども、今

冬の降雪による倒木等の被害は、松が53本、桜が

３本、その他エゾエノキが１本の合計57本。重さ

にしますと約400トンの被害が出ております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。再質疑をさせていただきます。

高齢者の補聴器の購入等補助についてでありま

すが、先ほどお伺いした答弁の中身で、弘前市に

は15名の対応できるドクターがいらっしゃるとい

うことで、こちらの方々の普及活動とか件数がこ

こまで増加するとは、多分前回の令和６年度に

伺った際にも思っていなかったのですけれども、

そうしますと、先ほど、82件の申請がもう既に今

年は出ているということなので、前回の令和６年

度とプラスにすればもう200を超えるわけです。

高齢者の皆さんがかなりの数の補聴器を御購入し

て使っている状況になっているということが分

かってきているのですけれども、今回、申請状況

は確認できたのですが、補聴器の金額がかなりま

ちまちであるということも、前から私も見たり確

認したりして分かっていたのですけれども、この

申請されている方々、今回までに購入された方々

というのは、どのくらいの値段の補聴器を御購入

されているものなのか、市として上限をつけてお

りますので、どのくらいのものになるのかなとい

うのを具体的にお伺いしたいと思います。

もう一つの弘前公園木材利活用事業について、

付随しているのであれなのですけれども、倒れた

木をしっかり使うというお話の確認が取れたとこ

ろなのですが、400トンもの倒れた中身から使え

るものというのは限られてくるかもしれないので

すけれども、全体としてどのくらいの量が今回使

えるものになったのか、使えないものがどのくら

いになっているのかというところを、もうちょっ

と具体的にお伺いしたいと思います。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 金額がどのよう

な状況になっているかということですけれども、

今年度の82件のうち10万円未満が15件、10万円以

上20万円未満が41件、20万円以上30万円未満が13

件、30万円以上が13件となっております。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 今回、倒れた木の

うち、材木として使うために、専門業者に見ても

らいました。その結果、雪の重みが加わったこと

により、幹折れや腐り、幹のねじれなどがあっ

て、当該事業で使えない木材も大分ありました。

その結果、今回の事業で活用する使える木材とし

ては、桜の丸太１本、あと松の丸太３本、大体重

さで３トン程度です。

そのほか、使えない腐りの入った木とかにつき

ましては、チップ化してバイオマス発電の燃料に

する事業者へ売払いをしております。こちらの

チップとして売り払った総量は、令和６年度と令

和７年度を足しますと387トン、そのほか材木と

して売り払ったものもありまして、そちらは11ト

ンです。
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◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

先ほどの補聴器購入の価格帯のところですけれ

ども、かなりバランスというか、安いものから高

いものまで様々ある中で、割と高いものも買われ

ている傾向があるのだなと。30万円以上が13件と

お伺いしたので、安ければいいというものでもな

いし、長く使えるようにするためにもしっかりと

した品質のものを皆さんはお求めなのかなと思っ

たのですけれども、まだ始まってそんなにたって

いない事業ですので、事業自体をやってきて、効

果はなかなかまだ見えていないかもしれないので

すけれども、先ほど答弁いただいたとおり、もう

200件超も、今年だけではなく、事業を始めてか

ら増えてきている中で、効果をしっかりと把握し

ていく必要があると思います。今後、市としてこ

の効果をどのように把握されていく予定なのか、

考えがあるのかについてお伺いしたいと思いま

す。

再々質疑です。先ほどの公園の木材の利活用事

業の話に付随して、災害復旧事業の話が進んでま

いりましたが、かなりの数の使えないものがあっ

たけれども、387トンでしたか、腐り、汚れでで

も、バイオマスとかに使えるものに変わるという

ことなので一安心しています。使えるものが３ト

ンしかなかったというのは少し残念な思いもある

のですけれども、正直地元の方も、こういった地

元にある木が倒れたけれども、記念として欲しい

とかというふうな思いをする方が、もしかしてい

るかもしれないなと勝手に思っていたところも

あったのですが、何分３トンしかないということ

なのでしようがないと思いますけれども。

そうしましたら、７款２項２目の弘前公園木材

利活用事業で最後の質疑に代えたいのですけれど

も、今後、返礼品を作るに当たっての具体的なス

ケジュール、どういうふうにやっていくおつもり

なのかについて、最後にお伺いできればなと思い

ます。お願いします。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 事業の効果の把

握についてお答えいたします。

補聴器は、継続使用することで他者とのコミュ

ニケーションが円滑となり、住み慣れた地域で自

立した生活が続けられるものと考えており、まず

は補聴器購入者に継続して使用してもらうことが

大切と考えております。ある程度の期間を継続し

て利用しているかの状況を把握する必要があると

考えますので、今後はアンケートの調査を検討し

てまいります。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 今回、補正予算の

審議が通りましたら、木材の製材、乾燥に入って

いきます。これが大体３か月ほどかかりますの

で、その後２月ぐらいからボールペンの製作とか

りんご箱、テーブルの製作に入りまして、令和８

年度のふるさと納税の返礼品として活用したいと

考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは２項目。ま

ず、15ページの３款１項２目、就労選択支援事業

についてお伺いします。この事業の概要につい

て、まずはお聞かせください。

次に、７款２項２目、弘前公園木材利活用事業

について。昨冬の豪雪で被害に遭ったこの倒木を

ふるさと納税の返礼品として利活用する、また、

価値ある製品へと再生することで、持続可能な社

会にも貢献するすばらしい取組だと思います。ま

ずは、この財源がどういう形になっているか、あ

と事業の委託先についてお聞かせください。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 就労選択支援

事業につきましては、障がい者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律等の一部を

改正する法律の施行に伴い、新たな障がい福祉

サービスとして、令和７年10月１日から実施され

るものであります。
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この事業は、障がい者本人が就労先、働き方に

ついてよりよい選択ができるよう、短期間の生産

活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能

力の評価、就労に関する意向等の整理、いわゆる

就労アセスメントを実施、活用しまして、本人の

希望、就労能力や適性等にあった選択を支援する

ものでありまして、適切に活用することにより、

本人の希望や就労能力等に応じて、就労に必要な

知識及び能力の向上に資する就労系障がい福祉

サービスや一般就労への移行といった就労に関す

る機会が適切に提供されることを趣旨として実施

するものであります。

財源につきましては、障害者自立支援給付費負

担金であり、負担割合は国が２分の１、県が４分

の１、市が４分の１となっております。

今般、就労選択支援事業内容の詳細等を確認で

きたことから、今年度の見込額429万円を新規事

業に係る補正として計上するものであります。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 財源につきまして

は、12ページに記載されているふるさと納税寄附

金などを財源とした20款１項９目の弘前公園お城

とさくら基金繰入金を活用します。

事業の委託先につきましては、現在の予定では

製材、乾燥については青森県森林組合連合会で、

ボールペン、シャープペンシルにつきましては平

山萬年堂、あと８分の１サイズのりんご箱及び

テーブルにつきましては、木村木品製作所を考え

ております。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

す。

就労選択支援事業ですが、新たな障がい福祉

サービスが開始になることが分かりました。

それでは、補正に至った経緯をお聞かせくださ

い。

続けて、弘前公園木材利活用事業についてです

が、納税の額によってどのような返礼品が作製さ

れるのか、具体的にお聞かせください。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 就労選択支援

事業につきましては、障がい者等の地域生活や就

労支援の強化により、障がい者等が希望する生活

を実現するため、令和４年12月16日に公布されま

した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等の一部を改正する法律により

創設されたものでありまして、改正法における就

労選択支援の施行日は、令和７年10月１日となっ

ております。

就労選択支援事業の実施につきましては、令和

７年３月31日付の国の通知により就労選択支援に

係る指定基準の解釈、報酬の留意事項等が示され

たこと及び令和７年８月20日に、県による市町村

説明会が開催されまして、今般、就労選択支援事

業内容の詳細等が確認できたことから、補正予算

の上程に至ったものであります。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 今回製作するもの

は、一つ目として、松材と桜材で製作するシャー

プペンシルとボールペンを、各150本の計600本作

ります。こちらは１万2000円のふるさと納税寄附

金の返礼品と考えています。

次に、松材によるインテリアとしても使える８

分の１サイズのりんご箱は、100個製作して、り

んごを３個入れて、１万6000円の返礼品としたい

と考えております。

最後に、縦200センチメートル、横60センチ

メートル、厚さ５センチメートルの松の一枚板を

使用したテーブルを３台作る計画であります。こ

ちらは108万4000円のふるさと納税寄附金の返礼

品としたいと考えております。

これらの製品につきましては、弘前公園の桜、

あと推定樹齢260年の松を使っているということ

を前面に出すことで、プレミア感を出して、ふる

さと納税の寄附意欲を高めてまいりたいと考えて

おります。
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◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。

最後に、意見要望だけ申し上げて終わります。

就労選択支援事業について、就労支援事業所だ

けでなく、一般就労という幅広い選択肢を持っ

て、障がいをお持ちの方が意欲的に働くことがで

きるよう、また継続して就労できるよう、きめ細

やかなサポートをお願いいたします。

木材利活用事業について、この弘前市の豪雪と

いう厳しい自然環境を知ってもらういい機会にな

ると思います。実際に倒木した現状を目の当たり

にしたときは私も愕然としましたが、このふるさ

と納税の返礼品として生まれ変わり、弘前市から

旅立っていく樹木には感慨深いものがあります。

こういった取組が、災害に遭ったほかの地域の活

性化や資源の再利用につながっていくことを期待

します。

◎４番（三浦 行委員） ６款１項３目、中山間

地域等対策事業追加について質疑します。

中山間地域は水源地であり、農作物の供給地で

あり、特に当市では私たちの生命と生活を支える

重要な地域です。市のホームページにも、中山間

地域等の農地を耕作する農家などに交付金を直接

支払い、農業生産活動を維持するとともに、多面

的機能の確保を図るとあります。

今回の補正の概要をお伺いします。

◎農政課長（一戸 拓利） 中山間地域等対策事

業追加になりますけれども、この事業は、中山間

地域等直接支払交付金制度の周知、それから現地

確認、あと交付金の交付に伴う事務費となってお

りまして、今年度が新しい対策の第６期という形

になりますので、その第６期に合わせた形で、中

山間地業務支援システムの改修と、交付対象の農

地や耕作者が大幅に変更になっておりますので、

併せてデータ更新をするための入力作業を行う会

計年度任用職員の人件費を今回補正したというも

のであります。

◎４番（三浦 行委員） 中山間地業務支援シス

テムのデータ更新、修正とのことですが、どのよ

うな修正かお伺いします。

◎農政課長（一戸 拓利） このシステムは、交

付対象になる農地やその経営者を管理したシステ

ムとなっておりまして、そのシステムを今の第６

期対策に対応できるように修正するというもの

で、一番大きいのは交付対象になる農地が変わっ

ておりますので、そこの修正が主な変更になりま

すけれども、あわせて、様式も変わっております

ので、帳票の修正も行うものであります。

◎４番（三浦 行委員） ありがとうございま

す。

中山間地は平地に比べて農業の生産条件が不利

な上、最近は高齢化や人口減少、さらに鳥獣害が

増え、放任園改善も重要課題ですので、ぜひ、こ

れからも手厚い支援を要望します。

◎７番（竹内 博之委員） 18ページの10款５項

２目の運動公園整備工事についてお聞きしていき

ます。

今、木村委員も質疑を行っていましたけれど

も、ＮＨＫの報道を見ると、セ・リーグの一軍誘

致のため、座席増とあります。

まず、今回の補正に至った経緯の中で、セ・

リーグ誘致のためなのかというところを確認しま

す。

今回、408席も増加するということですけれど

も、今は合計何席あって、今回の増席で合計何席

になるのかということも確認します。

もし、仮にセ・リーグ誘致ということであるな

らば、先ほど木村委員から２万人という数字も出

ましたけれども、セ・リーグ誘致のための条件と

か、その辺り、どういう認識を持っているのかお

聞きします。

◎スポーツ振興課長（若松 義人） 竹内委員か
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らの質疑に対してお答えいたします。

セ・リーグの誘致ということで、ＮＨＫの報道

があったように聞きましたけれども、もちろん

セ・リーグも含めたプロ野球一軍戦の誘致のため

に、今、増席するということでございます。

はるか夢球場の座席数ですけれども、現在１万

5050人となってございまして、今回の補正で予定

している408席を足しますと、１万5458席となる

見込みでございます。

セ・リーグの誘致の条件に関して、今、こちら

の市で個別具体な条件に関しては承知しているも

のはございませんが、やはり座席数が増えること

も大きい一つの要因であると考えているところで

ございます。

◎７番（竹内 博之委員） 今の答弁だと、セ・

リーグ誘致の条件を把握していないということで

あれば、整備をするに当たっての根拠というか、

何のためにやるのかということが非常に不透明に

なると思いますし、先ほどの財源の部分の話を聞

くと、一般の起債ですよね、今回。充当率が75％

ということは、事業費の75％を起債はできるけれ

ども、交付税措置とかがある、いわゆる皆様が扱

うような有利な財源ということではないと思うの

ですよ。そこをまず、有利な財源を使えないもの

なのかということを聞くのと、あと、セ・リーグ

を含めた誘致という答弁だったのですけれども、

何のためにというところが私は出てこなくて、報

道ベースとのずれが若干あるなという部分もあり

ますし、私は、２万人の収容ができないのであれ

ば、セ・リーグはなかなか誘致できないというこ

とを聞いていたので今回質疑に至っているのです

けれども、先ほどの答弁だとセ・パ一軍を１試合

ずつやりたいというお話だったので、そうであれ

ば、整備計画というものをしっかりつくる必要が

あるのかなと。その整備計画に基づいて財源を確

保して、段階的にはるか夢球場をセ・パ両リーグ

で一軍誘致できるようにということで対外的にも

説明できますし、今のままだとどこに進むか分か

らないままで、まず一旦、408席を増やしますみ

たいなのは、それこそ私は、財政がなかなか楽で

はないのではないかという問題を指摘している立

場なので、なおさら今回のこの補正に至った経緯

というのは非常に不透明なところがあるのではな

いかなと思います。

もう一度質疑に戻るのですけれども、当初は２

期計画というものがあったのだと先輩議員が教え

てくれました。そういった、はるか夢球場の２期

計画の存在の有無とか、これからの見通しの中で

総合的に判断するというお話で、計画は今のとこ

ろはないというお話でしたが、私が今述べたよう

に段階的に計画を作成して、財源も確保しながら

整備していくことが望ましいと思うのですが、そ

の点について見解をお伺いします。

◎スポーツ振興課長（若松 義人） ２期計画に

つきましては、特に決まった計画があるというも

のではございませんで、当初リニューアル工事し

た際に、業者からのプレゼンの中の一環として２

期工事があったと承知してございます。

あと、もう一つ、整備計画をつくってというこ

とでございますけれども、今、補正で掲げました

こちらの工事を行うことで誘致を進めていきたい

と考えてございますので、整備計画をこれからつ

くるということの予定は現時点ではございませ

ん。

◎７番（竹内 博之委員） 先ほど、リニューア

ル工事のときに民間からプレゼンの中で示された

ものがあるということでしたので、委員長にお願

いなのですけれども、これは資料としてお願いし

たいです。

最後の質疑というか、今の答弁だとなかなか税

金を使って事業を進めるということに関しては、

私は非常に物足りないと思うので、かつ、今、青
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森県でもボールパーク構想ということでプロ野球

の誘致を行うことも報道されていますが、県の

ボールパーク構想と市のセ・パ一軍の誘致という

ところで、いわゆる差別化戦略みたいなことも当

然必要だと思うのです。市民とか県民にとって、

プロ野球を生で見られるということは非常に公益

性が高いと思いますので、重要なことだと思うの

ですけれども、なおさら、そうであるならば整備

計画というものをつくるべきだと思いますが、県

のボールパーク構想もある中で、差別化戦略みた

いなことに関してどういう見解をお持ちなのか、

最後にお伺いします。

◎スポーツ振興課長（若松 義人） 県との差別

化ということでございますけれども、県のボール

パークが具体的にどういうものになるかは承知し

ておりませんが、はるか夢球場に関しては、岩木

山が眺望できるであったりとか、あと、私鉄の駅

が近くにあるとか、独自性のある球場だと思って

おります。

県の整備の状況によっては、プロ野球の開催可

能な球場が県内に二つということになると想定さ

れますけれども、他県の状況だけを見る限りです

と、山形や福島ではそれぞれの球場でセ・リーグ

を誘致したり、パ・リーグを誘致したりという形

で今年度も開催されてございますので、はるか夢

球場の独自性なり、県とは違った球場というとこ

ろをこれからも引き続き研究していきまして、こ

ちらもプロ野球の一軍戦の誘致に関しては、引き

続き行っていきたいと考えてございます。

◎委員長（外崎 勝康委員） では、資料をよろ

しくお願いします。

◎１７番（千葉 浩規委員） よろしくお願いし

ます。４項目あります。

一つ目は、家屋評価システム改修業務委託料に

ついてです。２款２項１目の14ページです。この

システム改修に至った経緯と、あと、なぜこの時

期なのかということで答弁をお願いします。

二つ目は、戸籍住民基本台帳費、14ページ、２

款３項１目です。これについてですが、中長期在

留者住居地届出等事務費追加ですが、今回の制度

改正の概要、あとは補正となった理由と追加とな

る業務の概要について、答弁をお願いします。

三つ目は、弘前城二の丸未申櫓地盤常時微動測

定業務委託料についてです。17ページ、７款２項

４目です。今回の補正予算の概要について答弁を

お願いします。

四つ目は、18ページ、９款１項３目の消火栓整

備工事追加についてです。追加になった理由につ

いて答弁をお願いします。

◎資産税課長（田中 知巳） システムの改修に

至った経緯と、なぜこのタイミングなのかという

ことについて御説明します。

令和８年度から基幹業務システムは標準化を進

めておりまして、固定資産税システムのレイアウ

トが変更となります。家屋の評価システムは固定

資産税システムとデータ連携しておりますので、

固定資産税システムから出力される内部のコー

ド、台帳の項目、帳票などのレイアウトの変更に

合わせて、家屋評価システムもレイアウト変更を

して連携できるよう改修しようとするものであり

ます。

二つ目ですけれども、なぜこのタイミングなの

かについてですが、令和７年度当初予算要求時に

は、標準化するための固定資産税システムの機能

の要件、データの要件、連携する要件など、具体

的な改修範囲が判断できなかったため、当初予算

での要求は見送ったものです。

今回、令和７年５月末に、詳細な改修内容と範

囲が判明しましたので、令和８年度の運用開始に

向けて補正予算に計上したものです。

◎市民課長（長利 博子） 中長期在留者住居地

届出等事務費追加の概要について説明いたしま
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す。

市町村では、入管法等に基づき、在留外国人で

ある中長期在留者及び特別永住者の住居地届出事

務や、特別永住者証明書交付関連事務などの在留

関連事務を行っております。

これまでの中長期在留者は在留カードの所持が

必須である一方、マイナンバーカードについて

は、希望する方が居住する市町村に任意で申請し

所持している状況でした。両カードの手続は、入

管庁と市町村の異なる行政機関を通じて行う必要

がありましたが、令和６年６月21日、入管法等の

一部改正を含む改正法が公布されたことにより、

在留カードとマイナンバーカードが一体化された

両方の機能を有した特定在留カードを所持するこ

とが可能となります。この手続のワンストップ化

により、中長期在留者本人の負担が軽減され、行

政事務の効率も向上するものです。同様に、特別

永住者が所持する特別永住者証明書も、マイナン

バーカードと一体化された特別永住者証明書とし

て発行されます。

今回の改正法施行により、特定在留カードに係

る新たな在留外国人関連業務を実施することとな

り、当該業務に必要な専用端末を調達する必要が

あることから、補正予算を計上したものでありま

す。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 今回の補正につき

ましては、弘前城二の丸未申櫓の耐震診断実施前

に、地盤側の特性を把握するために、地盤常時微

動測定業務を実施し、来年度行う予定の地質調査

の基礎データとするものであります。

◎防災課長（福士 智広） 消火栓整備事業の追

加についてでございます。

追加の理由でございますが、本年５月と６月に

消防事務組合からの情報提供及び防災課のパト

ロールによりまして不具合を把握したものであり

まして、消火栓本体からの漏水及びマンホール蓋

周辺の陥没により、二次被害のおそれがあり、緊

急修理が必要であるため、今回の補正により対応

するものでございます。

◎１７番（千葉 浩規委員） 家屋評価システム

改修業務委託料についてです。家屋評価システム

はどういうシステムなのか答弁をお願いします。

二つ目は、戸籍住民基本台帳費に関わってです

けれども、マイナンバーカードと在留カード等を

特定在留カードに一体化するということだったの

ですけれども、具体的に市役所としての事務手続

はどのようなものになるのか答弁をお願いしま

す。

続いて、弘前城二の丸未申櫓地盤常時微動測定

業務委託料についてですが、この地盤常時微動測

定業務といったものはどのような業務なのか、ま

た、この調査がなぜ必要なのか答弁をお願いしま

す。

続いて、四つ目は、消火栓整備工事追加につい

てですが、具体的な工事箇所と工事の内容につい

て答弁をお願いします。

◎資産税課長（田中 知巳） システムについ

て、どのような内容のシステムですかということ

についてお答えします。

固定資産税における家屋の評価ですけれども、

地方税法に定める固定資産評価基準により、再建

築価格を基準とした方法で行うこととされてござ

います。評価する家屋と同様の家屋を新築した場

合に必要とされる建築費を基礎として、新築時か

らの経過年数に応じた減価率を乗じて価格を求め

ることとなってございます。家屋の評価システム

は、建築費を算出し、減価率から評価額を計算し

て、台帳管理するための補助的システムで、固定

資産税システムとの連携をカバーしているもので

ございます。

◎市民課長（長利 博子） 市の事務手続、新た

な業務内容についてお答えします。
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初めて日本に住む在留外国人が市町村窓口に国

外転入の住居地届を行う際、一体化した特定在留

カードの取得を希望する方の申請受付とカード交

付の事務が新たに発生します。

また、在留外国人の転入・転居などの住所地届

出の際には、特定在留カードまたは一体化を希望

しない方が所持する新様式の在留カード等のＩＣ

チップに住居情報を記録する事務も新たに発生す

るものです。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 地盤常時微動測定

について御説明します。

地盤は地震時以外でも常に揺れておりまして、

人間には感じない微細な振動のことを常時微動と

いいます。これを測定することによって、地盤種

別の判定と地震動における揺れの周期や揺れ幅の

増幅特性を推定することができまして、この後に

行う地質調査の基礎データとなるとともに、地質

調査の箇所数を減らすことができる可能性もあり

ます。

必要性についてですが、未申櫓は物見やぐらと

いう性質上、土塁上に石垣を積んで、その上に設

置されていることから、その土台となる土塁であ

る地盤の強度を調べることは重要でありまして、

文化庁からも調査をするよう指導を受けておりま

す。

◎防災課長（福士 智広） 具体的な工事箇所と

その工事内容ということでございます。

今回は３件を予定しておりまして、１件が桔梗

野三丁目で漏水している地下式消火栓の更新であ

ります。それから、あとの２件が、新鍛冶町と種

市字板橋のがたつきによる振動騒音が発生してい

る地下式消火栓筺の更新でございます。消火栓筺

というのは、消火栓が地下に埋めてあるのですけ

れども、その箱というか、それが埋められている

のですけれども、その地下式消火栓筺の更新が２

件でございます。

◎１７番（千葉 浩規委員） 家屋評価システム

改修業務委託料についてなのですけれども、今年

度中に基幹業務システムの標準化は行わなければ

ならないことになっているのですが、それに伴う

システム改修ということでした。

たしか６月議会でも、総合収納システムの改修

が行われたのですけれども、今回は家屋評価シス

テムの補正です。そうした場合、ほかのシステム

の改修はどうなっているのだろうなと。とにかく

今年度中に終わらなければならないわけですか

ら、一体ほかのシステム改修はどうなるのかと大

変心配なのですけれども、この点について答弁を

お願いします。

二つ目は、戸籍住民基本台帳に関わってですけ

れども、マイナンバーカードには５年の電子証

明、あと10年のカード更新といった期限があるの

ですけれども、在留カード等も期限があると思う

のですが、この期限の扱いはどうなるのか。在留

カードとマイナンバーカードの期限がばらばらだ

と、また大変な話になるのですが、この期限は一

体どうなるのかということについて答弁をお願い

します。

三つ目は、常時微動測定業務委託料についてな

のですけれども、今、答弁いただいたのですが、

この業務を行うことによって、今後このスケ

ジュールは一体どうなるのかということについて

答弁をお願いします。

◎情報システム課長（齊藤 弘行） ほかのシス

テムについてはどのようになっているかというこ

とでございますが、現在、住民基本台帳や住民税

など標準化対象の20業務、並びに標準化対象とは

なっておりませんけれども、共同クラウドを利用

している業務につきましては、国が示す標準仕様

に基づき、順次システム改修を行っております。

これらに含まれない、今回の家屋評価システム

のような基幹業務の補助的システムに関しまして
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は、ほかに確定申告支援システムや農地台帳シス

テム、固定資産管理システムがございます。それ

らにつきましては、システムの保守契約の中で改

修作業を進めているもの、また既存の機能で対応

が可能であり、現在のところは改修の必要がない

システムとなっております。

◎市民課長（長利 博子） 在留カード等の期限

の扱いについてお答えします。

在留期間が無期限の永住者等に交付される現行

の在留カードの有効期間は、16歳以上は交付から

７年、16歳未満は16歳の誕生日の前日までとなっ

ております。

マイナンバーカードの有効期間とは異なってお

り、改正法施行後は一体化後の特定在留カード、

永住者等の在留カードともに、18歳以上は10回

目、18歳未満の方は５回目の誕生日までと、それ

ぞれのカードの有効期間が統一される予定であり

ます。

なお、在留期間の定めがある在留外国人が特定

在留カードを取得した場合、現行の在留カードと

同様に、有効期間は引き続き在留期間までの予定

となっております。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 二の丸未申櫓につ

きましては、当初、令和15年度から約80年ぶりと

なる保存修理に入る計画でしたが、今回の雪害を

受けて文化庁と協議した結果、令和８年度から着

手する災害復旧において、中濠の一部を埋め立て

るなど規模が大きい仮設工事が必要となることも

考慮し、引き続き、保存修理まで行ったほうが効

率的であるとの判断から、令和９年度から実施予

定であった三の丸東門の修理を先送りすることの

代替案として、未申櫓の保存修理を前倒しするこ

とが可能となったものでありまして、災害復旧か

ら保存修理まで一連の工事が完了するのは、現時

点では令和17年度末となる見込みとなっておりま

す。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私からは１点、18

ページ、８款２項２目道路維持費の3000万円の工

事概要と予算概要と、補正に至った経緯をまずは

お聞かせください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 今回、補正する

道路維持補修工事につきましては、緊急自然災害

防止対策事業債、いわゆる緊自債などの財源を活

用して実施しているものなのですけれども、令和

７年度から緊自債の対象事業に、凍上災の予防、

拡大防止というのが追加されることになりまし

た。

緊自債自体、単独事業の財源として活用できる

起債になっておりまして、市にとって負担の少な

い有利な財源となっているのですけれども、今年

度までの措置ということになっておりまして、そ

れを使って起債の事業要件などを満たす工事につ

いて、来年度以降やろうとしていた計画を前倒し

して施工しようと補正に至ったものでございま

す。

今回の対象となる工事につきましては、石川乳

井線となってございまして、こちらはひび割れと

か路線の道路の劣化が著しいということで、今後

放置しておいたときに凍上災害が起こることも考

えられるため、こちらを今回前倒しして工事を施

工していきたいと考えてございます。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 緊自債ですか、新

しいそういう起債が補修工事に充当できるという

ことで、前倒しして、今、市債を使って、まずは

やっていく感じで受け止めましたが、それでいい

のかということと、仮に緊自債という新しい事業

債が導入されることになれば、次年度以降、補修

のストックはかなりあると思うのですよ。そうい

う補修工事のストックというのが、道路維持課に

は相当あるはずです。市政懇談会等でもいろいろ

と要望されたり、町会からもいっぱい上がってき

ているので、それらについて、その起債を充当す
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ればどういうメリットが、先ほど課長のほうでメ

リットがあるということですが、交付税算入が幾

らぐらいされるのかとか、その辺のもうちょっと

具体的な中身を教えてください。

それと、今回、3000万円の補正で石川乳井線を

やるということですが、今後の事業計画、当該路

線の計画はどういうスケジュールで、今年度中に

終わる予定なのか、併せてお伺いします。

◎道路維持課長（竹村 隆史） この緊自債なの

ですけれども、今新しくというよりも、数年前か

らこちらの緊自債の事業債というのはあるのです

けれども、除雪機械の購入にも充てたりとか、も

ちろんこういった道路の補修等にも充当している

事業債になるのですけれども、こちらの充当率は

100％になっておりまして、元利償還に対する交

付税措置率が70％となっております。市の実質負

担としてはおおむね30％と大変有利な起債になっ

ておりますので、先ほども申し上げましたけれど

も、今のところ延長がまだ聞こえていないので、

令和７年度までの措置となっておりましたので、

それをまず使って、今、石川乳井線を先行してや

ると考えてございました。

今後のスケジュールなのですけれども、今回の

本定例会で可決された後に、工事の発注に入って

いくのですけれども、11月ぐらいにはまず契約し

て、工期的にはおおむね３か月程度と考えてござ

いますが、工期としてはおおむね３月末までで年

度内に終わらせるということで考えてございま

す。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 令和７年度で緊自

債に該当する、対象になる起債が終了するような

話でしたけれども、そういう有利な財源が活用で

きるということであれば、次年度以降もそういう

起債が充当できるように、舗装補修とか、いろい

ろな条件さえそろえば使えるわけなので、次年度

以降も国に働きかけるか、県なりそういうところ

を通してでも、有利な財源として、ぜひ継続して

使えるように要望していくべきだと思いますの

で、その辺りもよろしくお願いいたします。

◎２７番（清野 一榮委員） ２款１項４目、14

ページです。

合併20周年記念セレモニーの予算が盛られてい

ますけれども、なぜ、今のタイミングなのか。そ

れと、その内容をお知らせ願いたいと思います。

◎企画課長（青山 洋蔵） まず、合併20周年記

念セレモニーの内容ですが、こちらは平成18年２

月27日に当時の弘前市、岩木町、相馬村の３市町

村が合併し、来年の令和８年に合併20周年を迎え

るに当たって、この節目を市民の皆様と祝うとと

もに、改めて当市の将来を展望する機会として記

念セレモニーを開催するものでございます。

予算化のタイミング、なぜこの補正のタイミン

グなのかということでございますが、この事業に

つきましては、当初の想定では、令和８年中に実

施いたします市の各種イベントに合併20周年記念

の冠を付すですとか、広報ひろさきで20年の歩み

を振り返る特集を組むなどして、事業として特別

な予算を持たずに、記念すべき年を祝う方向で考

えてございました。

そうした中で、本年３月の予算決算常任委員会

におきまして、委員より多くの市民が将来の弘前

市を考える機会をつくることが必要だと考える。

また、合併20周年を迎えるに当たり、市民一人一

人が当市のこれまでの歩みを振り返り、改めて将

来を展望できるような機会として、記念式典を実

施すべきではないかとの御意見を頂いておりまし

て、このことも踏まえまして、対応を検討した結

果、このたびの補正に至ったものでございます。

◎２７番（清野 一榮委員） かけ離れてやると

いうことは分かりました。当初で盛られなかった

理由も分かりましたけれども、内容的にどういう

ものを考えているのか、お知らせ願います。
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◎企画課長（青山 洋蔵） 式典の内容でござい

ますが、詳細の内容は現在も検討を続けていると

ころでございますが、セレモニーにつきまして

は、弘前市らしいテーマを設けて、参加した方々

に来てよかったと思っていただけるような内容に

したいと考えております。具体的には、通常の式

典のほかに、合併後の20年の歩みを振り返る動画

や、来てくださった皆さんで楽しめるステージイ

ベントなどの企画も盛り込みながら、地域の愛着

ですとか誇りを育む機会にしたいと考えておりま

す。

◎２７番（清野 一榮委員） 弘前市が主導でや

るのですけれども、岩木、相馬にはどういう広報

の仕方をして、この式典に臨むのか、お知らせ願

います。

◎企画課長（青山 洋蔵） この広報の仕方につ

きましては、今後、予算が通り次第、速やかに事

業企画を詰めた後で広報したいと思います。

広報の仕方は、一般的に市のホームページや広

報ひろさきなど、市全域の方が知ることができる

ような周知方法のほか、ポスター掲示によるイベ

ント告知なども考えておりましたので、そういっ

たところは、市内全域の公共施設に掲示するなど

してお知らせしたいと考えております。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、議案第115

号令和７年度弘前市一般会計補正予算(第７号)を

審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（今井 郁夫） 議案第115号令和７

年度弘前市一般会計補正予算(第７号)について御

説明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額に１億1493万

8000円を追加し、補正後の額を898億1666万1000

円とするほか、繰越明許費の補正をしようとする

ものであります。

繰越明許費の補正は、斎場自家用発電設備臨時

対応事業に係る追加１件であります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、８ページを御覧ください。

４款衛生費１項保健衛生費９目斎場費の2680万

円は、自家用発電設備臨時対応業務委託料を計上

するものであります。

５款労働費１項労働諸費１目労政費の8813万

8000円は、賃上げ応援奨励金交付事業に係る経費

を計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、５ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、16款国庫

支出金及び20款繰入金のうち、地域経済活性化基

金繰入金を計上するほか、20款繰入金のうち財政

調整基金繰入金の追加2680万円をもって全体予算

の調整を図るものであります。

以上であります。
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◎委員長（外崎 勝康委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎１５番（石山 敬委員） 私は、５款１項１

目、賃上げ応援奨励金について質疑します。

先日頂きました議会運営委員会の資料を見て質

疑したいと思います。

まず、対象期間が今年の７月から来年の２月１

日までと書いてあります。この期間内には、この

たび11月21日に行われる最低賃金の引上げも含ま

れております。この法令の義務で必ずやらなけれ

ばならない最低賃金引上げに伴う賃上げも対象に

なるのか、まず１点、お伺いします。

次に、議会運営委員会の資料を見ますと、市内

中小企業等と書いてありますが、これは法人以外

の個人事業主の方も対象になるのかお伺いしま

す。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 賃上げ応援奨

励金交付事業についてお答えいたします。

まず１点目、最低賃金の引上げ分も対象になる

のかという質疑でございますけれども、今回の賃

上げの対象となる給与は基本給などとしておりま

して、今回は、最低賃金の引上げについては算定

の対象外といたします。最低賃金額から2.5％以

上引き上げた場合を対象といたします。

次に、中小企業者等ということでございますけ

れども、これは個人事業主も含みます。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

新聞に載ってから結構問合せがあって、自動的

に最低賃金が引き上がるので、ほとんどの人が対

象になるのではないかという問合せがあったので

質疑しました。

今回、最低賃金引上げにかかわらずとも、各企

業努力で賃上げしていると思います。今回、予算

が8800万円、これを１人当たり５万円補助します

よということで、単純に割りますと、約1,760人

ぐらいだと。この人数について、多くの企業の方

とか、社会保険労務士の方々に聞きますと、この

人数で予算をつくってもちょっと足りないのでは

ないかという声を多々聞きます。

そこでお伺いしますが、申込みが想定を上回っ

た場合の対応についてお伺いします。

また、国でも賃金引上げ関連の助成金がありま

すが、この併用は可能なのかお伺いします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 申請が予算額

を上回った場合の対応ということでございますけ

れども、今回の本奨励金は、国の物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金を主な財源としており

ます。このことから、今回はこの予算の範囲内で

奨励金を交付させていただきたいと考えておりま

す。

その後の対応といたしましては、奨励金の申請

状況でありますとか、あとは国の交付金の状況、

地元企業の業況、あとは雇用情勢などを踏まえな

がら、必要に応じて適切に対応してまいりたいと

考えております。

あと、国でも助成金の制度を実施しております

けれども、この制度との併用は可能でございま

す。

◎１５番（石山 敬委員） 最後に、申請する

方々への今後のスケジュールについてお伺いしま

す。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 今後のスケ

ジュールにつきましては、現在、制度の詳細を詰

めてまいりますけれども、現時点で想定している

スケジュールを申し上げますと、10月中に申請窓

口や審査の体制を整えまして、11月上旬には申請

の受付を開始してまいりたいと考えております。

10月下旬には市のホームページでありますと

か、市政だより、市公式のＳＮＳやＬＩＮＥで事

前周知を行うとともに、弘前商工会議所などの関

係団体に周知のお願いを予定しているほか、広報

ひろさき11月号への掲載も予定しております。
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◎１７番（千葉 浩規委員） 事業概要について

は、今、答弁がありましたので、私としては、市

内の賃上げの状況をどのように認識して、今回の

事業を実施することに至ったのかということが一

つ。

もう一つは、４月１日に遡って申請も可能とい

うことですので、この４月１日以降、これまでに

賃上げを実施した企業はどれだけあるのか、まず

答弁をお願いします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） まず、想定さ

れる交付を受ける企業数や従業員数でございます

けれども、交付企業数については、企業の従業員

数によって変動するものでございますけれども、

予算積算に当たっては、おおむね85事業者、延べ

1,200人分を上限として見込んでおります。

実際に、４月１日以降に賃上げを実施した市内

企業の数でございますけれども、この数は具体的

に把握はできておりませんが、青森県が開催した

価格転嫁促進連絡会議において報告された県内企

業の調査状況結果によりますと、賃上げを実施済

みと回答した企業が、３月の時点で約50％でござ

いました。次に、９月には約55％に増加してお

り、さらに、今後実施する予定があると回答した

企業は約36％になっております。このことから市

内におきましても、賃上げの流れは同様に進んで

いくものと考えております。この奨励金により、

その動きをさらに後押ししてまいりたいと考えて

おります。

中小企業等におきましては、本奨励金を活用し

て賃上げに踏み切るきっかけとしていただきたい

と考えております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 岩手県でもほぼ同

様の制度を今行っているところなのですけれど

も、もし岩手県の実施状況を分かっていれば、そ

の実績等をお知らせください。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 岩手県でも同

様の事業ということは確認しております。専用の

ホームページに掲載されている情報によります

と、上限が３万人に対し、２万5000人を超える申

請があることを確認しております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 岩手県の実施状況

を見ても、賃上げに踏み切る業者の皆さんを大変

応援することになると思いますので、大いに頑

張っていただきたいと思います。

◎２６番（工藤 光志委員） ４款１項９目斎場

費であります。

斎場費に自家用発電設備臨時対応業務委託料と

いうのが2600万円ほどついているのですが、今、

斎場の改修事業の計画もあって予算化もされてい

ます。その中で、自家用発電設備臨時対応の委託

料というのは、まずは、本来斎場に自家用発電が

整備されていると思うのですが、その具合がいつ

から悪くなって、臨時対応をしなければならない

のか。その期間は、臨時的ですので、いつまでこ

れをやって、2600万円の経費がかかるのかを説明

していただきたいと思います。

◎環境課長（葛西 正樹） こちらの不具合はい

つからかということでございますが、斎場などの

電気設備は２か月に１回点検してきておりまし

て、令和４年２月の報告の段階から、こちらは不

具合だという状況になっております。

今般、こちらの対応をすることとなりましたけ

れども、対応する期間といたしましては、今回議

決いただけましたら、来月10月から来年の８月ま

での最短11か月間、リースで対応することを考え

てございます。その８月までというのは、今進め

ている斎場の改修工事で、新たな自家用発電設備

が設置されて、そちらが使えるようになる見通し

がその期間だということで、そこまでの期間でと

いうことで考えているものでございます。

◎２６番（工藤 光志委員） その自家用発電設

備の機械は、何ボルト、何ワットの設備が何基で
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すか。

◎環境課長（葛西 正樹） 現在、斎場に設置さ

れている自家用発電機の能力の単位でいきます

と、キロボルトアンペアとなるのですけれども、

現在のものが100キロボルトアンペアでございま

して、こちらは１台なのですけれども、最大６基

ある火葬炉のうち４基分まで電力供給できるとい

うものとなってございます。実際の運用上も最大

同時に回すのは４基までしか稼働しないというも

のになってございます。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、議案第95号

令和７年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 議案第95号令

和７年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)について御説明申し上げます。

国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に848万

1000円を追加し、補正後の額を185億3455万2000

円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国７

ページをお開き願います。

１款２項１目賦課徴収費の848万1000円は、子

ども・子育て支援金制度が創設されることに係る

国民健康保険システム改修業務委託料を計上する

ものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国６ページにお戻り願います。

３款国庫支出金の848万1000円は、歳出予算に

対応する歳入予算として国庫支出金を計上するも

のであります。

説明は以上であります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、議案第96号
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令和７年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 議案第96号令

和７年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号)について御説明申し上げます。

後１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に9031万

3000円を追加し、補正後の額を26億942万1000円

としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

１款２項１目賦課徴収費の985万6000円の追加

は、子ども・子育て支援金制度が創設されること

に係る後期高齢者医療システム改修業務委託料を

計上するものであります。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の

8045万7000円の追加は、市が令和７年４月から５

月までに収納した令和６年度分の保険料を青森県

後期高齢者医療広域連合に納付するために計上す

るものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後６ページにお戻り願います。

５款繰越金の8045万7000円は、令和６年度決算

による繰越金を計上するものであります。

６款国庫支出金の985万6000円は、歳出予算に

対応する歳入予算として国庫支出金を計上するも

のであります。

説明は以上であります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、議案第97号

令和７年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（秋田 美織） 議案第97号令和７年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第１号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に11億

8749万1000円を追加し、補正後の額を209億3831

万5000円にしようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介７

ページを御覧願います。

４款１項基金積立金の７億7971万9000円の追加

は、令和６年度決算による剰余金を、弘前市介護

保険財政調整基金条例に基づいて積立てしようと

するものであります。

６款１項償還金及び還付加算金の４億777万

2000円の追加は、令和６年度介護給付費等の確定

に伴い、国庫負担金等の超過交付に係る返還金を

追加計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介６ページにお戻り願います。

７款繰入金の４億777万2000円の追加は、令和
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６年度介護給付費等の確定に伴う国等への返還金

の財源を財政調整基金から繰入れしようとするも

のであります。

９款繰越金の７億7971万9000円の追加は、令和

６年度決算による剰余金を新たに計上するもので

あります。

説明は以上であります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、議案第98号

令和７年度弘前市下水道事業会計補正予算(第２

号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（京野 直文） 議案第98号令和

７年度弘前市下水道事業会計補正予算(第２号)に

ついて御説明申し上げます。

今回の補正は、収益的収入及び支出の予定額並

びに資本的収入及び支出の収支差引不足額に係る

補塡財源を改めようとするものであります。

下１ページをお開き願います。

第２条収益的収入及び支出のうち、収入ではそ

の他雑収益9649万5000円を追加し、合計を58億

6324万5000円に改め、支出では過年度損益修正損

など4490万1000円を追加し、合計を53億4402万

7000円に改めようとするものであります。

下２ページをお開き願います。

第３条は資本的収入及び支出の収支差引不足額

について調整しようとするものであります。

そのほか、下３ページから下13ページにかけて

は実施計画などを添付してございますので、御参

照くださるようお願いいたします。

説明は以上であります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

昼食のため、暫時休憩いたします。

〔午前１１時４６分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 休憩前に引き続
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き、会議を開きます。

──────────────────────

◎副委員長（坂本 崇委員） これより、令和６

年度一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決

算の審査に入ります。ここで、委員長より委員各

位に申し上げます。

決算審査に当たり、13名の委員から議会運営申

合せに基づく質疑通告がありました。審査の方法

については、一般会計歳出は款ごとに、一般会計

歳入は一括とし、その他の会計は会計ごとの審査

区分に分けて質疑に入ります。

質疑は、審査区分ごとの会派順送りで行うこと

とし、事前に質疑通告をされた委員から質疑に入

ります。無所属議員は、会派による質疑終了後に

質疑をお願いいたします。

次に、無通告の質疑は、通告者全員の質疑終了

後に、改めて審査区分ごとの会派順送りで行いま

す。

ただし、質疑通告者がいない款及び各会計の質

疑は、会派順送りではなく一括して、挙手の順で

行いますので御了承願います。

質疑を行う際は、決算書のページを基に質疑を

行っていただきますようお願いいたします。

なお、モニターには会派の残り時間を表示しま

すので御参照ください。

以上でありますので、御協力方よろしくお願い

いたします。

それでは、議案第99号令和６年度弘前市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを審査に供しま

す。

まず、一般会計歳出のうち、１款議会費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎議会事務局長（西谷 慎吾） １款議会費の決

算について御説明申し上げます。

決算書43ページから44ページにかけての１項議

会費は、議会運営に係る経費でありまして、予算

現額４億4028万7000円に対しまして、支出済額が

４億2288万4536円で、1740万2464円の不用額と

なっております。

不用額の主なものを申し上げます。

８節旅費577万8959円は、行政視察に係る旅費

などが見込みを下回ったことによるものでありま

す。

18節負担金、補助及び交付金648万8384円は、

政務活動費交付金の返還などによるものでありま

す。

以上であります。

◎副委員長（坂本 崇委員） 本款に対しては、

質疑通告がありません。

御質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 質疑なしと認め、

これをもって、１款議会費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、２款総務費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（今井 郁夫） ２款総務費の決算に

ついて御説明いたします。

決算書の44ページから64ページの１項総務管理

費は、企画部、総務部、財務部、市民生活部等に

係る経費であり、予算現額82億8687万8880円に対

しまして、支出済額は77億366万7715円、翌年度

繰越額は４億6746万6550円で、１億1574万4615円

の不用額となっております。

翌年度繰越額のうち継続費逓次繰越は、旧市立

病院改修事業に係るもので、繰越明許費は、公共

施設照明ＬＥＤ化調査業務委託料に係るものであ

ります。

不用額の主なものを申し上げます。

52ページの３目財産管理費18節負担金、補助及

び交付金の1087万5733円は、弘前駅前地区再開発
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ビル維持管理負担金の確定などによるものであり

ます。

53ページの４目企画費12節委託料の3316万3882

円は、ふるさと納税返礼品発送等業務委託料の確

定などによるものであります。

64ページから67ページの２項徴税費は、市税の

賦課及び徴収事務に要した経費であり、予算現額

33億9031万4000円に対しまして、支出済額は21億

4876万1324円、翌年度繰越額は12億1156万1500円

で2999万1176円の不用額となっております。

翌年度繰越額のうち、継続費逓次繰越は固定資

産土地評価事業に係るもので、繰越明許費は物価

高騰支援臨時調整給付不足額給付金給付事業に係

るものであります。

不用額の主なものを申し上げます。

66ページの２目徴収費18節負担金、補助及び交

付金の639万9867円は、納税貯蓄組合事務費補助

金の確定などによるものであります。

67ページから68ページの３項戸籍住民基本台帳

費は、予算現額５億2066万9500円に対しまして、

支出済額は４億7801万7127円、翌年度繰越額は

1854万7000円で、2410万5373円の不用額となって

おります。翌年度繰越額の繰越明許費は、戸籍振

り仮名対応経費及び住基ネット機器設定構築業務

委託料に係るものであります。

不用額の主なものを申し上げます。

67ページの１目戸籍住民基本台帳費12節委託料

の1312万20円は、マイナンバーカード交付関連事

務等業務委託料の確定などによるものでありま

す。

68ページから70ページの４項選挙費は、予算現

額１億6980万2790円に対しまして、支出済額は１

億5623万9533円で、1356万3257円の不用額となっ

ております。

70ページから71ページの５項統計調査費は、予

算現額2936万5000円に対しまして、支出済額は

2687万7513円で、248万7487円の不用額となって

おります。

71ページから72ページの６項監査委員費は、予

算現額6739万1000円に対しまして、支出済額は

6647万1079円で、91万9921円の不用額となってお

ります。

以上です。

◎副委員長（坂本 崇委員） 本款につきまして

は、10名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎１７番（千葉 浩規委員） よろしくお願いし

ます。

２款３項１目、決算書67ページの報酬、マイナ

ンバーカード交付事業についてです。

決算説明書70ページにマイナンバーカードの普

及促進に向けた出張申請を実施とありますが、令

和６年度の実績について答弁をお願いします。

◎市民課長（長利 博子） マイナンバーカード

の出張申請は、仕事や外出困難等の事情により、

市役所まで来られない方を対象に、職員が市内の

学校、企業、町会、福祉施設など、おおむね10名

以上の団体が希望する会場まで出向き、出張手続

のサポートを行います。後日、カードを本人限定

受取郵便で住民票上の住所宛てに送付するため、

自宅でカードを受け取れるものです。

令和６年度の実績につきましては、市内の高齢

者施設及び障がい者施設からの依頼により、計15

回出張訪問し、223名の方にカードを交付してお

ります。

◎１７番（千葉 浩規委員） 出張申請の際に、

具体的にはどのような作業になるのか、答弁願い

ます。

◎市民課長（長利 博子） 具体的な作業内容と

いうことですが、申込みのあった団体に申請書類

の書き方や、当日会場に持参していただく本人確
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認書類などについて、事前に説明した上で伺って

おります。

当日は会場設営を行い、本人確認の上、申請書

類の記入補助や顔写真撮影などのサポートを行

い、申請を受け付けております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 顔写真撮影も作業

としてあるということなのですが、出張申請の際

に、体も起こせない全面介助の方もおられると思

うわけです。そういった身体が不自由な方への写

真撮影は一体どのようにしているのか、答弁をお

願いします。

◎市民課長（長利 博子） 福祉施設での体が不

自由な方への対応といたしましては、施設内の受

付会場まで移動するのが困難な方に対しては、施

設の職員にも御協力いただき、市職員がお部屋に

伺って写真撮影を行っております。

背景に影などが写り込まないよう、撮影角度を

調整するなど、無理のない体勢のまま正面からお

顔を撮影するなど、可能な限り、その方の事情に

合わせた対応を行っております。

◎４番（三浦 行委員） ２款１項４目、決算書

54ページ、ふるさと納税返礼品発送等業務委託料

について質疑します。

令和６年度のふるさと納税の寄附件数と寄附金

額、また、令和５年度との増減についてお教えく

ださい。

◎広聴広報課長（宮本 洋） 令和６年度の当市

へのふるさと納税の寄附件数につきましては、８

万7031件で、前年度から6,978件の減少となって

おりますが、寄附金額は14億3380万5683円で、前

年度から9677万6032円の増加となっております。

寄附金額が増加して、寄附件数が減少した要因

といたしましては、ふるさと納税制度では、募集

に要した経費は寄附金額の５割以下に収めないと

いけないというルールがありまして、国の制度改

正によりまして、令和５年10月から経費としなけ

ればならない項目の範囲が拡大されたことから、

寄附金の設定金額を算定し直しいたしました。そ

の結果、同じ返礼品でも寄附金額が上がったこ

と、また、寄附者の皆様が金額の低い返礼品を数

多く選ぶのか、あるいは金額の高い返礼品を少な

く選ぶのかといった選択の仕方などの外部要因も

あるものと思われます。なお、この傾向は全国に

おいても同様となっております。

◎４番（三浦 行委員） 返礼品の主力であるり

んごの価格や送料、資材等が高騰しているという

現状があると思いますが、実際に市に入る寄附金

額が増えているかどうかお伺いします。

◎広聴広報課長（宮本 洋） 近年の物価高騰に

よりまして、りんごをはじめとした返礼品やその

ほかの事務経費においても価格が上昇しているも

のがありますが、ふるさと納税制度においては、

その募集に要した経費は寄附金額の５割以下に、

そして、残りの約５割が自治体に入る仕組みと

なっております。このことから、先ほど御説明し

ましたとおり、令和６年度の寄附金は、前年度か

ら約9670万円増加しておりますので、実際に市に

入る寄附金も増加しております。

◎４番（三浦 行委員） りんご関連のものが主

力だと考えます。それ以外に人気の返礼品をお伺

いします。

◎広聴広報課長（宮本 洋） りんご関連以外で

は、津軽塗やブナコなどの工芸品、あと嶽きみ、

市内のレストランや宿泊施設で利用できるチケッ

ト、あとジュエリーなども人気の返礼品となって

おります。

◎４番（三浦 行委員） 寄附金のうち、観光分

野において使われた事業をお教えください。

◎広聴広報課長（宮本 洋） 当市では、寄附者

の皆様が寄附の使い道を選択することができる

コースにつきまして、健康都市弘前応援コースや

日本一の「りんご」応援コースなど、全部で八つ
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のコースを設けております。

この中で観光分野に特化したものとしては、弘

前４大まつり応援コースがございまして、この

コースへの寄附金につきましては、弘前さくらま

つりをはじめとした四大まつりの開催事業に活用

させていただいております。

◎４番（三浦 行委員） 当市は観光都市であ

り、インバウンドを含め多くの観光客が訪れるま

ちです。弘前市を好きになって、また訪れてみた

いと考えていただけるように、受入態勢を整備す

る、そのために、少しでも多くの皆さんに寄附を

していただいて有効に活用できますよう、今後も

しっかり取り組むことを要望します。

次に、２款１項４目、決算書53ページ、弘前圏

域移住コーディネート業務委託料について、委託

業務の概要をお伺いします。

◎企画課長（青山 洋蔵） 委託業務の概要につ

いてでございます。

全国的に人口減少が進む中で、弘前圏域の各市

町村においても人口減少が課題となっているほ

か、当市の移住相談者の中には、近隣市町村も移

住先として検討している方もいることから、圏域

全体で連携して移住施策に取り組む必要が高まっ

ております。

こうした中で、弘前圏域全体としての情報共有

の仕組みや、移住者受入態勢を構築しながら移

住・定住の促進に取り組むため、各市町村に対し

て効果的な施策提言を行う移住交流専門員を設置

し、移住に係るコーディネート業務を実施してい

るものでございます。

移住交流専門員の主な業務といたしましては、

弘前圏域市町村における移住関係業務のサポー

ト、移住相談、連絡調整業務、弘前圏域全体及び

各市町村への移住施策の提案、移住関連事業の企

画・運営となります。

移住関連事業の企画・運営でございますが、全

国規模の移住イベントへの弘前圏域ブースの出

展、圏域内の高校生、大学生を対象にした移住関

連事業のＰＲや人口減少問題をテーマとした講義

を行ったほか、圏域の移住促進体制を構築するた

めの担当職員向け勉強会の開催、地域おこし協力

隊関係者を参集しての情報交換会など、多岐にわ

たる業務を実施しております。

◎４番（三浦 行委員） 相談件数や実際に移住

される方が増えているかどうか、弘前圏域移住交

流専門員を設置した成果をお伺いします。

◎企画課長（青山 洋蔵） 近年では関西圏在住

の方から、当市への移住相談が一定数あることか

ら、移住交流専門員の企画により、令和６年度に

大阪での移住イベントへ初出展し、相談件数が20

件と想定以上の結果を得ることができ、関東と比

較し、当市及び圏域市町村の認知度が低い関西に

おいて、多くの移住検討者へアピールができたも

のでございます。

また、地域おこし協力隊情報交換会を通じて、

様々な事例を学び、情報共有を行ったことなどに

より、新たに地域おこし協力隊を導入する市町村

があったほか、既に導入している市町村において

も、新たな分野での導入の検討を始めるなどの効

果が出てございます。

そのほか、各自治体の実情に応じたきめ細やか

なサポートや移住施策の提案を通じて、地域おこ

し協力隊の着任直後研修の実施や、人口減少対策

に特化したインターンシップの実施、首都圏大学

を対象にした移住交流事業ＰＲなど、市町村単独

では実施が難しかった取組を行う市町村も見られ

ております。

こうした取組の成果として、圏域の移住相談件

数につきましては、事業を開始しました令和元年

度には233件でしたが、令和６年度は391件と増加

しているほか、移住者数は令和元年度の40件64名

から、令和６年度は72件140名と増加しており、
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圏域での移住・定住推進の成果が出始めていると

考えております。

◎４番（三浦 行委員） 当市の中心街活性化を

考える会などが様々開かれ、私も勉強させていた

だいています。

当市出身の方のＵターンや、先ほどの御答弁に

ありました関西からが増えているということです

が、県外から移住の方は、やはり豊富なアイデア

や情熱があって当市によい効果が出始めていると

考えます。

本事業の今後の展望をお伺いします。

◎企画課長（青山 洋蔵） 今後の展望でござい

ます。

生活圏を共にしております弘前圏域の市町村

が、それぞれの強み、よさを生かして情報共有し

ながら、全体で移住促進に取り組むことによっ

て、移住検討者の多様なニーズに対応が可能にな

るものと認識しております。

特に移住イベントにおいては、弘前圏域内の市

町村を比較しながら移住を検討する方もいらっ

しゃることから、圏域全体の支援制度に関する情

報をまとめた資料を作成するなど、よりきめ細や

かな相談対応を行ってまいります。

今後も、各自治体の移住相談者及び移住者の増

加につながるよう、移住交流専門員のサポートを

得ながら、圏域のスケールメリットを生かした事

業を継続し、取組を強化していきたいと考えてお

ります。

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、弘前さくら

未来。

◎１０番（成田 大介委員） 私からは、２款１

項９目、町会活性化支援事業についてお尋ねいた

します。決算書は62ページ、説明書は66ページで

あります。

まず、町会活性化支援補助金についてなのです

が、令和６年度の交付件数が40件ということだっ

たのですけれども、まず、具体的な取組内容と成

果をお聞かせください。

◎市民協働課主幹（秋村 真美） 町会活性化支

援補助金は、町会等が自主的に行う課題解決や活

性化に向けた町会の自主的な取組を支援するもの

で、対象となる事業は、町会役員の成り手不足解

消、町会加入者や行事への参加者の増加対策など

としております。

令和６年度において支援した町会の取組事例を

幾つか申し上げますと、下湯口町会において、今

までも実施してきた町内の側溝清掃の後に、新た

に町会運営に関する意見交換会を開催し、町会役

員の成り手不足について、参加した若い世代との

意見交換を実施した結果、町会役員の後継者の見

通しがついたとの報告を受けております。

また、松原町会、上松原町会、安原町会は連合

で町会ねぷたを運行しております。その際、松原

小学校と連携し、製作した角灯籠を児童に持ち

帰ってもらう取組を行ったところ、児童のほかに

家族もねぷた運行に加わったことで、町会行事へ

の参加を促すことができ、松原小学校区内の地域

交流につながったとの報告を受けております。

ほかにも、本補助金を活用した町会での取組

は、それぞれの課題解決や活性化に一定の効果が

あったことを確認しております。

◎１０番（成田 大介委員） この中で町会集会

所設置事業等補助金についてなのですけれども、

たしか工事が50万円以上のものに対してというこ

とだったと思うのですが、まず、概要と申請まで

の流れといいますか、その辺の状況についてお聞

かせください。

◎市民協働課主幹（秋村 真美） 本補助金は、

町会が設置・管理する集会所の新築、改築、修

繕、模様替え等を行う50万円以上の工事を対象と

し、工事費の２分の１以内の額を補助するもので

あります。
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また、申請までの流れにつきましては、集会所

の修繕の相談があった場合に、まず当課において

本補助制度の説明を行っております。その後、修

繕の意思を確定された町会につきましては、市内

に本店がある事業者２者以上の修繕工事見積書を

８月末までに市へ提出していただき、その見積書

を基に次年度へ予算要求しております。

◎１０番（成田 大介委員） 昨年度、町会集会

所設置事業等補助金を交付した下大川町会、ある

いは向外瀬町会で採択されていると思うのです

が、この具体的な工事内容をお聞かせください。

◎市民協働課主幹（秋村 真美） 各町会の工事

内容につきましては、下大川町会は下大川集会所

の床板の交換工事、向外瀬町会は向外瀬集会所の

外壁、軒天井、屋根の塗装工事などとなっており

ます。

◎１０番（成田 大介委員） 私、一般質問等で

もお聞きしたりしながらやらせていただいておっ

たのですけれども、やはり様々な地域の集会場も

老朽化ということは、課題としていろいろと出て

きているかと思うのですけれども、何とか申請が

あった際には、しっかりと申請どおりに採択して

いただきたいなというところと、あとは、町会も

役員の方が高齢化してきているというところで、

その町会によっては、町会長がなかなか家から出

られないという状況の中で、何とか周りの代わり

の方がいろいろ申請等々で走っているという話も

聞こえてきております。その辺に関しても、市と

してしっかりとフォローしていただきながら、そ

して、使えるものがあるのであれば、町会にしっ

かりと使っていただくというところを周知してい

ただけるようにお願い申し上げまして、終わりま

す。

◎７番（竹内 博之委員） ２款１項１目の決算

書47ページ、説明書38ページの行政ＤＸ推進事業

について、特にＡＩチャットボットについてお伺

いしていきたいと思います。

一般質問でも、私、ＡＩチャットボットに聞い

た内容というのは正確ではないというお話をこれ

までもしてきたのですけれども、そもそもホーム

ページになぜＡＩチャットボットを機能として追

加しているのか、その目的の部分についてまずお

聞きします。

◎情報システム課長補佐（木村 幸生） ＡＩ

チャットボット導入の目的につきましては、ま

ず、市役所の閉庁時や夜間は電話などによる問合

せに対応できないことから、時間を問わず市民が

必要な情報を入手できるようにするために導入い

たしました。

また、市ホームページは掲載情報が多岐にわた

るため、市民が必要な情報にたどり着きにくいと

いう課題があったことから、ＡＩチャットボット

に質問を入力するだけで関連するページや回答を

提示できるようになり、利便性の向上につながる

と考え、導入したものでございます。

あわせて、よくある質問にチャットボットが自

動で対応することで、職員による問合せ対応業務

の負担を軽減し、業務の効率化を図ることを目的

としております。

このほか、外国人の利用者にも利用しやすいよ

うに、多言語での応答に対応できるということも

導入効果の一つだと考えております。

◎７番（竹内 博之委員） これはどこに委託し

ているのかというのと、いつから導入して、これ

まで幾らぐらいの金額がかかっているのか、そこ

もお願いします。

◎情報システム課長補佐（木村 幸生） 委託先

は、株式会社ビジネスサービス弘前支店でござい

ます。

導入は、令和５年10月30日になっておりまし

て、これまでの費用は、令和５年度が151万8000

円、令和６年度が264万円、令和７年度につきま
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しても、６年度と同額の264万円となっておりま

す。

◎７番（竹内 博之委員） 今の金額の部分で、

若干変動があるではないですか。この金額の変動

はなぜなのですか。

◎情報システム課長補佐（木村 幸生） 金額の

変動につきましては、令和５年度の途中、10月末

くらいに始まったということで、このときは初期

費用と初年度の約半年分のランニングコストで、

若干額が少なくなっておりますけれども、令和６

年度、令和７年度は同額ということで、これは基

本的にはこの金額がずっとかかっていくというこ

とになると考えております。

◎７番（竹内 博之委員） ありがとうございま

す。

私は今回質疑するに当たって、ＡＩチャット

ボットの質問に対する不正確な回答というのが

ずっと気になっていて、全部が全部ではないので

しょうけれども、せっかく質問しているのに不正

確な内容だったら意味がないと思っているので、

その私の懸念に対してどういう見解を持っている

のかお聞きしてもいいですか。委託しているもの

なので、委託先との調整にもなるのでしょうけれ

ども、その正確な情報を出すというところが重要

だなと思いますので、その点についてお伺いしま

す。

◎情報システム課長補佐（木村 幸生） ＡＩ

チャットボットの回答がおかしい場合がある理由

につきましては、利用者からの質問が非常に抽象

的で幅広い内容であることがまず挙げられます。

例えば、観光情報を教えてくださいというような

質問では、ＡＩが分析する言葉の数が多くなって

しまい、処理が複雑化し、適切な判断や回答が困

難になる場合があります。

この現象の対策につきまして、現在、事業者に

おいても改善方法を検討中であると回答を受けて

おりまして、市といたしましても、早急に対策に

取り組むとともに、今後も回答精度の向上に努め

てまいりたいと考えております。

◎７番（竹内 博之委員） せっかくお金をかけ

て委託しているものなので、それこそ今答弁でも

あったように、市の職員の皆さんが対応しなくて

もいいような部分も効果としてはあると思います

ので、日々目まぐるしいスピードでＡＩの進化が

進んでいる中で、市のチャットボットを触ったと

きに、設置されている意味ということを、すごく

お金をかけてまでという思いがあるので、そこの

部分は、今、事業者と検討しているということで

すけれども、その事業効果が正確な情報に基づい

て上がっていくことを期待しておりますので、そ

の点は担当課でも事業者とよく詰めていただきた

いと思います。

もう一つ、市民参加型まちづくり１％システム

支援事業の質疑通告をしていたのですけれども、

全体的な会派の中での時間の取決めもあるので、

これを取り下げさせていただければと思います。

すみません。

◎副委員長（坂本 崇委員） 理事者より発言を

求められておりますので、これを許可します。

◎企画課長（青山 洋蔵） 先ほどの三浦委員の

質疑に対する答弁の中で、令和６年度の移住者数

について140名と答弁いたしましたが、145名の誤

りでございました。訂正しておわびいたします。

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、創和・公

明。

◎１５番（石山 敬委員） 私は、２款１項４

目、説明書59ページ、地域に踏み出すひとづくり

推進事業についてお伺いします。

事業は二つあるのですが、ぷらっとについてで

す。延べ115名が参加した11回のぷらっとについ

て、参加者や登録者の年齢とか職業などの属性に

ついて、どのような傾向があるのかお伺いしま
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す。

◎企画課長補佐（土岐 博志） ただいまの参加

者の属性でお答えいたします。

まず、交流会ですが、参加者延べ115名のう

ち、アンケートに回答いただきました実人数53名

の内訳となります。

まず、年代についてですが、50代が最も多く約

28％、次いで10代が約19％、20代が約13％、30

代、40代がそれぞれ約11％となってございます。

傾向というと、特に令和６年度は、５年度と比較

しまして10代の参加者が多く、約17ポイント増加

となってございます。

次に職業についてになりますが、公務員、会社

員が最も多くて約53％、次いで学生が25％、自営

業の方が約17％となってございます。

このように幅広い年代や職業の方に参加いただ

きまして、様々なテーマによるまちづくり活動の

事例を学びながら、属性を超えた交流を生み出す

ことができたものと認識してございます。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。若い

人の参加者が多くなっているということは非常に

いいことだなと思いました。

交流会やＳＮＳ、コミュニティーを通じてまち

づくり活動の当事者として実際に活動を始めた参

加者、例えばボランティアや講師としてなどはど

の程度いるのか。また、その取組の継続状況、新

たな企画開催ですとか、地域貢献の継続など、ど

う評価されているのかお伺いします。

◎企画課長補佐（土岐 博志） お答えします。

まず、交流会、ぷらっと参加者のうち、地域イ

ベントのサポート、それからボランティアなど、

まちづくり活動に参加した方は、令和６年度で延

べ17名となっております。そのうち、この事業を

きっかけにしまして、初めてまちづくりに参加さ

れたという方は６名となっております。

こうした方々の中には、交流会の講師が主催す

るイベントのお手伝いをきっかけに、講師の団体

にメンバーとして参画しまして、継続的にイベン

トの企画・運営を行うようになった例もございま

して、徐々にではありますが、まちづくり活動の

担い手育成につながっているものと認識してござ

います。

◎１５番（石山 敬委員） 令和６年度のぷらっ

と及びぷらっと＋の成果を踏まえて、今後、どの

ような企画、改良や拡大の計画があるのか。例え

ば参加者や登録者数の目標、対象層の拡大、若手

とか子育て、移住者など、あと地域課題へのテー

マ設定などがあればお聞かせください。

◎企画課長補佐（土岐 博志） まず、目標とい

うことでお答えします。

交流会ぷらっとですが、こちら毎回10名程度の

参加がございまして、限られた時間内での参加者

の発言の機会等を考慮いたしますと、交流会を円

滑に実施するためには現在の規模感が適切ではな

いかと考えてございます。

交流会の参加者などによるオンラインコミュニ

ティー、こちらぷらっと＋になりますが、こちら

の登録者数が令和５年度20名、令和６年度が34名

となっていることからも、今後も年間10名程度は

増やしていきたいと考えておりまして、交流会の

参加者にぷらっと＋への登録を引き続き呼びかけ

るとともに、登録者のニーズを捉えた情報提供を

行うということで、コミュニティーの活性化を

図ってまいりたいと考えております。

今後になりますけれども、これまでも交流会に

は幅広い年代や職業の方々に参加いただいており

ますが、今後は子育て世帯や移住者など、様々な

層をターゲットにしたテーマも設定していきたい

と考えております。

また、テーマによっては、その後のまちづくり

活動への参加につながりにくい内容のものも一部

あったことから、現在はテーマの設定に当たり、
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分かりやすさや楽しさを重視して、参加者が積極

的に関われるよう取り組んでいるところです。

今後も様々なテーマによるまちづくり活動の事

例について学びながら、世代や職業を超えた交流

を生み出すことで、気軽にまちづくり活動に参加

できる環境を創出し、まちづくり活動の当事者育

成に取り組んでまいります。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

今後、若い世代や移住者など幅広い層に参加を

促すとともに、できれば単発で終わらずに継続性

を持って、そういった継続性のある活動につなが

る仕組みづくりを強化して、地域の担い手育成へ

発展させていくことを期待しております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） ２款１項９目18節

の一般コミュニティ助成事業費補助金について伺

います。

令和６年度は、説明書を見ますと、山田町会と

紙漉沢町会の２町会が採択になっております。こ

の一般コミュニティ助成事業費補助金を２町会に

交付していますけれども、実際、弘前市に何町会

から応募があったのか、お知らせ願います。

◎市民協働課長（土岐 康之） ただいま御質疑

の一般コミュニティ助成事業費補助金、令和６年

度の実績は山田町会、紙漉沢町会で、実施に当

たって何町会から実際に申請、応募があったのか

というところですけれども、令和６年度に２町会

が本事業を活用するに当たって、申請は、令和５

年度に県を通じて、一般財団法人自治総合セン

ターへ行っております。この際、申請に当たりま

して、全部で５町会から応募がありまして、県に

申請しております。ただし、申請後に途中で１町

会が取り下げしているものであります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 一般財団法人自治

総合センターへ申請するということでありました

けれども、申請するまでの流れについてお知らせ

願います。

◎市民協働課長（土岐 康之） 申請までの流れ

はどうなっているかというところでございます。

申請につきましては、毎年度、各市町村に申請

できる団体数が提示されておりまして、令和６年

度事業に係る当市の申請可能団体数が８団体であ

りましたのに対して、応募町会が５町会だったの

で、全ての応募団体を申請しております。

また、申請の際には優先順位をつけることに

なっておりまして、例年、抽せんによって決定し

ているところですけれども、令和６年度の事業の

申請の際には、前年度不採択となった２町会を上

位に優先しまして、残りの３町会は応募のタイミ

ングなどを考慮しまして決定することができ、抽

せんを行わずに申請しております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 採択・不採択とい

うのがあるわけですけれども、この採択・不採択

はどのように決めているのか分かりますか。

◎市民協働課長（土岐 康之） ただいまの採

択・不採択をどのように決めているかというとこ

ろですけれども、採択の審査につきましては、コ

ミュニティ助成事業を実施する一般財団法人自治

総合センターで行っております。審査基準等を一

切公開しておりませんで、県においても把握して

いないことを確認しております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） ６年度は５町会か

ら応募があったということで、実際、採択された

のは２町会ということでありましたけれども、漏

れて不採択になった町会については、次年度にも

う一度申請してもいいのか、その辺のところをお

願いします。

◎市民協働課長（土岐 康之） 不採択となった

町会が次の年度も申請できるのかどうかというと

ころですけれども、そちらの制限等は特にござい

ませんので、また申請していただくことはできま

す。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 自治総合センター
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から当市に申請可能団体の数を指定してくるわけ

でありますけれども、実際、ずっと見ていますと

近年では、何団体かずつ採択されているわけです

けれども、これは８年度もやると思うのですけれ

ども、８年度に向けた事業で、今年度もまた応募

が多分あったと思うのですが、その応募町会はど

のような状況になっているか教えてください。

◎市民協働課長（土岐 康之） 令和８年度もこ

ちらの助成事業を実施するということで、自治総

合センターから県を通じて来ておりまして、流れ

に沿って手続を進めているところであります。

来年度に向けて、今、応募町会等を募って手続

を進めているところですけれども、今年度は市へ

応募した町会の数が13団体ございました。こちら

の13団体の申請事業の内容につきましては、テン

トなどのコミュニティー活動の備品整備が４団

体、あとエアコンの設置を含むものが９団体であ

りました。県から通知された市の申請可能団体数

は、今回４団体でありまして、申請可能件数を超

えていることから、抽せんにより、申請団体と優

先順位を決定しております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 市として、この優

先順位、これまではどのような形でしてきたのか

お伺いします。

◎市民協働課長（土岐 康之） 市の申請に当

たっての優先順位のつけ方ということですけれど

も、優先順位につきましては、前年度の不採択団

体をまず優先いたします。続いての順位としまし

ては、応募した年度の古い団体から順次優先する

仕組みとさせていただいております。

なお、応募の年度が同年度である場合につきま

しては、その中で抽せんにより順位を決定して優

先順位をつけております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） そうなると、応募

しても採択されなかった町会が、毎年連続で申請

すれば、いつかは採択されるということを、今、

認識したのですけれども、それでよろしいでしょ

うか。

◎市民協働課長（土岐 康之） ただいまの質疑

で、申請を続けていれば、いつかは採択になるの

かというところですけれども、おっしゃるとお

り、今年度の状況を見ると順番待ちは多いのです

けれども、今のとおりの事業が実施されていく形

であれば、何年度か待っていただければ、申請し

て採択になるという形になっております。

◎９番（竹浪 敦委員） 私からは、２款１項２

目、決算書49ページ、説明書が42ページになりま

す。コミュニティＦＭラジオ放送業務委託料につ

いて質疑させていただきます。

このコミュニティＦＭラジオ、要はアップル

ウェーブで放送している内容になりますが、なか

なか聞く機会がないのですけれども、このコミュ

ニティＦＭラジオ、具体的にどんな内容で放送し

ているのかお伺いいたします。

◎広聴広報課長補佐（太田 耕介） コミュニ

ティＦＭラジオ放送業務委託料についてでござい

ます。

コミュニティＦＭラジオ放送業務では、市が実

施する事業や生活情報、イベント情報など地域に

密着した情報を、ラジオ放送であるＦＭアップル

ウェーブでお知らせしております。

広報ひろさきに掲載した情報を中心にお知らせ

する市政みみより情報という５分間のコーナー

と、市の職員が出演して、パーソナリティーと話

しながら各種担当事業を紹介する行政なんでも情

報というお昼の10分間のコーナーを毎週月曜日か

ら金曜日まで放送しているものでございます。

◎９番（竹浪 敦委員） 行政なんでも情報に市

の職員がパーソナリティーで出るという話なので

すが、広報活動としてラジオで放送するというの

は、私は非常に大事だと思っております。この行

政なんでも情報、例えば、市から市民に向けて発
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信はできるのですけれども、逆にラジオ局を通し

て市民から意見を聞いて行政が吸い取るというの

はできるものなのでしょうか、お伺いいたしま

す。

◎広聴広報課長補佐（太田 耕介） 行政なんで

も情報につきましては、市の職員が市の施策や事

業計画、市政情報、生活情報、イベント情報の詳

細をお伝えする広報事業の一つとして実施してい

るものでございまして、市民の声をお聞きするも

のにはなってございませんが、わたしのアイデア

ポストや市政懇談会などを通して市民の皆様の意

見は伺っております。

◎９番（竹浪 敦委員） ちなみに、たしかアッ

プルウェーブは放送局の理念として市民情報の共

有、地域の防災とか、弘前市に関することを理念

として掲げております。このアップルウェーブは

どのくらいのリスナーがいるのかというデータは

あるのでしょうか。

◎広聴広報課長補佐（太田 耕介） どのくらい

のリスナーがいるのかということでございますけ

れども、アップルウェーブに確認したところ、リ

スナーの数については把握していないということ

でございましたが、聴取可能人口は弘前市及び周

辺の市町村で40万人とされております。

2024年９月のカルチュアロードで、アップル

ウェーブがラジオに関するアンケート調査という

ものを実施しております。その中で、ラジオをよ

く聴く、たまに聴くという回答が全体の72％と

なっております。また、どの時間にどのラジオ局

を聴くかという設問では、どの時間帯においても

アップルウェーブが１位または２位という結果が

出ていることから、相応のリスナーがいるものと

思っております。

◎９番（竹浪 敦委員） アンケートの中で72％

が聴いているというのは、正直驚くような数字で

はあります。意外と聞いているのですね。考えて

みれば、私も部屋でデスクワークするときは、た

まにラジオをかけます。１位か２位ということで

すが、恐らくこの競合はＲＡＢあたりかと私は勝

手に思っているのですが、弘前市及び周辺で40万

人という人口ですけれども、それをカバーできて

いるかといえば、私はこれは甚だ疑問でございま

して、毎回このラジオの話になると、私が言うの

は、聞こえない地域というのが多々あります。

我々の地域を含め、当然我々の新和地区からさら

に奥のほうは聞こえない地域でございますし、車

で本当に何回も試してみたのですけれども、雑音

が入りながらは聞こえるのですが、ちょっと奥に

行くと車ですら聞こえない。ポータブルラジオで

は100％聞こえません。

本当にラジオというのが、弘前市内であれば、

聴いている事務所、ふだんかけている事務所とか

もありますけれども、私が弘前市内の事務所を

回っていると、アップルウェーブを流していると

ころは結構多いのです。結構多いというか、圧倒

的に多いです。その反面、農村地へ行ってみると

分かると思うのですが、農村で聴いているラジオ

は、当然アップルウェーブは聞こえませんので、

ＲＡＢ、ＡＭを聴いている人がほとんどです。こ

の弘前市の情報を発信するというところを背負っ

ているアップルウェーブですが、コミュニティＦ

Ｍラジオの放送というのは、本当に大事な農村部

に、今、熊被害とか本当に多いですので、リアル

タイムでいろいろな情報を発信しないといけない

のですよ。農村部で聞こえないというところがあ

るのですけれども、この辺りについて市の見解

は、どのようにお考えかお伺いいたします。

◎広聴広報課長補佐（太田 耕介） 確かに農村

部におきましては、ラジオを聴いている方も結構

いらっしゃるかと思いますけれども、アップル

ウェーブからは地形や建物、距離などの関係で、

弘前市内全てで聴取できるわけではないと伺って
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おります。

全ての地区で聞こえるようにするためには、新

たに中継局となる電波塔を設置する必要がありま

して、現状ではその対応は難しいと考えておりま

す。

一方で、アップルウェーブでは、難聴地域対策

の一つとして、2014年11月からサイマルラジオ放

送を開始しております。サイマルラジオとは、ラ

ジオ番組をインターネットを通じてリアルタイム

で配信するサービスで、ラジオの電波が届かない

場所でも、インターネット環境があればスマート

フォンやタブレットなどで聴くことができるもの

で、インターネット環境が充実してきた現在では

有効なものと考えています。

◎９番（竹浪 敦委員） サイマルラジオという

話ですけれども、時代が変わってくればラジオか

らどんどんスマホやインターネットに変わってく

ると思います。ただ、結局ネットで聞けるという

話になると、日本の人口１億2000万人全員をカ

バーできるという話になるのですが、これ、私は

しつこいほど言っていますけれども、2011年の大

震災があったときも、市の情報、学校に出るか・

出ないかという情報が、みんな停電している状態

で使えるのはラジオなのですよ。アップルウェー

ブで、来週、学校はどうするかという情報を全部

流しますという行政のお話だったのですね。当然

我々は聞けないのですよ。それで大混乱が起きた

記憶がありますので、ラジオ対策をもうちょっと

真剣に考えてほしいというのを願って、この質疑

は終わりにいたします。

次の質疑に行きます。

２款１項４目、決算書53ページになります。地

域マネジメント人材育成プログラム構築事業、説

明書が59ページになります。

こちらは高校生や大学生を対象に地域人材を育

てる事業で、これは本当に、私、学生を応援して

いる身分としては、ぜひどんどん拡大してほしい

というところが非常にありますけれども、まず、

地域マネジメント人材育成プログラム、この事業

に高校生・大学生を派遣しているといいますが、

この事業自体のレポートとか報告はあるもので

しょうか、お伺いいたします。

◎企画課長（青山 洋蔵） 人材育成プログラム

において、レポート等の提出の有無についてお答

えいたします。

本事業につきましては、大学生や高校生が地域

社会と関わる機会を創出し、若いうちから地域志

向の考え方を養うほか、プログラムを通じて地域

課題の解決に向けた実践力を身につけることで、

地域の将来を担う人材を育成することを目的と

し、株式会社まちなかキャンパスへの業務委託に

より実施してございます。

このうち、大学生を対象としたまちなかキャン

パスプロジェクトでは、地域の企業等に大学生を

派遣し、派遣先の企業が抱える課題解決につなが

るプロジェクトを実施しているものです。

参加した学生は、初めに事前講座を受講した

後、受入企業先での活動を１か月程度行います。

その後、活動の実績報告については、学生からレ

ポート等を求めるのではなく、参加学生が作成す

るパワーポイント等を用いて、それぞれの実績を

発表する成績報告会という形で、実績を報告して

いただいております。発表では、受入企業の紹介

や実践した企画立案の内容のほか、学生自身がプ

ロジェクトにより得られたことや、反省点につい

ても盛り込まれているものでございます。

本事業では、この報告会で発表するための準備

などを含めて、人材育成の機会と捉えて実施して

いるところでございます。

◎９番（竹浪 敦委員） こちらの参加人数です

けれども、説明書を見ますと高校生19人が修了と

か、13名の大学生が参加とかと書いていますけれ
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ども、ここ５年の参加人数の増減をお伺いいたし

ます。

◎企画課長（青山 洋蔵） 大学生を対象としま

したまちなかキャンパスプロジェクト及び高校生

放課後まちづくりクラブＳＴＥＰの参加者合計の

過去５年間の推移をお答えいたします。

令和２年が67名、令和３年が72名、令和４年が

79名、令和５年が67名、そして、令和６年が54名

となっておりまして、平均すると68名程度で推移

しております。

◎９番（竹浪 敦委員） 大体同じくらいで、去

年がちょっと少ないといったところですけれど

も、それにしても、決算が798万7000円、たしか

予算のときも799万9000円という数字が出ていた

と思うのです。おおよそ予算どおりに執行されて

いるのですけれども、金額で見れば結構大きい金

額というところですが、それに対して五、六十人

というのも割と少ないかなと思ったのですが、今

お話を聞く限りは随分中身の濃いことをやってい

ると思います。やはり学生、これから弘前市で活

躍するであろう若い力をもっと発揮させてほしい

ところはあるのですけれども、参加者をできれば

増やしたり、去年ちょっと少なくなったというの

もありますので、参加人数を減らさないためとい

うのは、市からアクションはかけているもので

しょうか、お伺いいたします。

◎企画課長（青山 洋蔵） お答えします。

参加者募集の周知に当たりましては、市や委託

事業者のホームページへの掲載やＳＮＳの活用、

また各高校へのチラシの配布、また各大学でキャ

リア教育を担う教員への情報発信等により、事業

の周知、また募集を行っております。

また、高校生向け事業につきましては、教職員

が事業を理解し、教職員から生徒へ呼びかけをし

てもらうことが重要であると考えまして、市内の

高校へ出向いて、担当教諭に直接事業の説明を行

うなどして、参加者の確保につなげてございま

す。

最近ですと、過去の参加者からの紹介により応

募したという学生もおりまして、事業の中で好循

環が見られる場面も出てきてございます。

また、募集人数につきましては、きめ細かく充

実した人材育成プログラムを提供するために、そ

れぞれのプロジェクトで定員を設けてございまし

て、令和６年度のプロジェクト全体の参加人数を

見ますと、53名から55名の定員に対しまして、54

名が参加していることになり、おおむね想定した

定員どおりに参加者を確保できてございます。現

状では、今以上に定員を増やすことは難しい状況

にありますが、今後、より充実した内容となるよ

う委託事業者と相談しながら、着実に事業を進め

てまいりたいと考えております。

なお、令和６年度の本事業につきましては、国

のデジタル田園都市国家構想交付金、交付率２分

の１のものでございますが、こちらを活用してお

り、今後とも市の財政負担の軽減を図りながら、

事業を継続していきたいと考えております。

◎１４番（畑山 聡委員） 私からは、２項目、

質疑させていただきます。

初めに、２款１項４目、説明書の46ページ、決

算書の53ページですが、弘前めぐりあいサポー

ター出愛創出事業についてお伺いいたします。

まず初めに、委託料の内訳と事業の概要につい

て説明していただきたいと思います。

◎企画課長補佐（土岐 博志） まずは、事業の

概要からお答えいたします。

当該事業は、弘前圏域８市町村が連携して、ひ

ろさき広域出愛サポートセンターの運営と、ひろ

さき広域婚活支援事業実行委員会事業の二つの取

組を実施してございます。

ひろさき広域出愛サポートセンターでは、結婚

を望む独身者に対しまして、交際・結婚のきっか
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けとなる出会いの場を提供することを目的に、会

員登録制の一対一のお見合い支援を実施しており

ます。

実行委員会事業になりますけれども、こちらは

多様な出会いの場の創出を目的としまして、会員

登録がなくても参加でき、一度に多くの方と出会

うことが可能な婚活イベントを開催しておりま

す。

委託料の内訳になりますけれども、婚活事業の

中で委託業務は２業務がございまして、まず、公

共施設のトイレ等に貼るステッカーはサポートセ

ンターの会員を増やすための取組の一環となりま

すが、こちらのステッカー、それから周知用のＳ

ＮＳ掲載用の画像データのデザイン業務が11万

円、それから、こちらも会員を増やすための取組

になりますが、ＳＮＳを活用した広告配信業務委

託を43万2300円で実施してございます。

◎１４番（畑山 聡委員） 説明書を見ますと、

令和６年は成婚が３組であったと。あまり芳しく

ない結果だったのかなと、一般的にはそう捉えら

れるのではないかと思うのですが。お見合いのほ

かに、いろいろなイベントも、いろいろなという

か２種類のイベントを行ったようですが、これは

一般論ですが、従来からいわゆる婚活パーティー

が成婚率が高いのだと。もちろん婚活パーティー

にも欠点はあるのですが、そういう婚活パー

ティーではなくて、こういう違う形のイベントを

やっているというのには何か理由があるのでしょ

うか。

◎企画課長補佐（土岐 博志） イベント実施に

ついてお答えいたします。

イベントは実行委員会で実施している婚活イベ

ントになりますけれども、こちらの内容をどう

やって決めているかということでお答えします

が、まずは、サポートセンターの協賛団体ですと

か、圏域でやっている事業になりますので、各市

町村が推薦するイベント事業者に婚活イベントに

関する提案を募集しております。上がってきた提

案を、圏域市町村による多数決によって採択、年

間予算の絡みもございますので、年間２件程度の

イベントを採択してございます。

◎１４番（畑山 聡委員） 先日、ＮＨＫの番組

を見ていましたら、東京都ではＡＩマッチングと

いうのを行っているのだそうです。ＡＩマッチン

グはあまり事細かには分かりませんけれども、特

徴的なところは、相手の顔写真は絶対見せない

と、プロフィールもよく分からないと。それで、

ただ、どういう男性を希望しますかと、いろいろ

な項目があるわけですけれども、あるいは、これ

だけは駄目ですという質問に答える形になってい

るのですね。しかもどこで会いたいかというのも

希望を取るのだそうです。そして、ＡＩが相性が

いいだろうと思われる人たちを、もちろん最初は

中に人が入るわけですが、そこで１時間ほどお会

いして、それでうまくいくか、いかないかと。ま

だ始めたばかりで、ＡＩの精度というか、データ

がそんなにたくさんあるわけではありませんの

で、ＡＩの精度もまだまだこれからだということ

なのですが、東京都のＡＩマッチングの面白いと

ころというか、私がなるほどなと思ったのは、初

めは相手の顔は見せないと。顔を見てしまうと、

人間は必ず偏見や先入観を持ってしまうと。もう

その時点で取捨選択してしまっている。だから、

実際は会ってみると、すばらしい方かもしれな

い。この中で、長年結婚して、恋愛ではなくてお

見合いとか、そういう形で結婚している人たちは

よく分かるかと思うのですが、長いこといれば、

自分のことを言うようでなんですけれども、自分

の配偶者がかわいく見えてきますよ。私、のろけ

で言っているのではなくて、かわいく見えてくる

ものですよ。要するに情が移ってくるというか。

だから、初めに先入観や偏見を持ってしまうよう
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な、そして、恋愛といってもせいぜい１年か２年

で炎は消えるわけですから、本物が見えたとき

に、最初に思っていたのと違うなという形にも

なってくるわけです。

マッチングアプリ自体は200個ぐらいあるのか

な、似たような内容だそうです。しかし、それら

は全部写真を見せるとかそういう形が多くて、東

京では強いて顔を見せないということをやってい

るようで、もっと私が研究してお知らせできれば

いいのですが、その気があれば検討してみていた

だきたいと思うのですが、いかがなものでしょう

か。

◎企画課長補佐（土岐 博志） ＡＩのマッチン

グアプリということでお答えいたします。

いろいろな結婚の活動、婚活するに当たって、

様々お顔で選ぶ方もいるかと思いますし、いろい

ろな条件で皆さんお相手をお探ししているかと思

います。

ＡＩのマッチングシステムにつきましては、複

数の民間事業者において、今、委員がおっしゃっ

たとおり、サービスが多く提供されているほか、

県においても令和４年度から運用を始めてござい

ます。

当市のお見合い支援の話になるのですけれど

も、こちらは行政が運営する安心感ですとか、お

見合いの立会い等を行う出愛サポーターの存在な

どが、男女交際や結婚に対して消極的になってい

る方や、オンラインのマッチングに不安を感じて

いるという方も一定数いらっしゃるということ

で、そういう方にとっては利用しやすい仕組みに

なっているものと考えております。

結婚を望む独身者が、利便性や安心感、御自身

の状況に合わせて利用するサービスを選択できる

ということは、婚姻率の増加につながるものとも

考えておりますので、市としては、引き続き現在

の制度を運用していきたいと考えております。

◎１４番（畑山 聡委員） ぜひ真剣に検討して

いただきたいと願うばかりでございます。非常に

重要な問題だと認識しておりました。

次に、２款１項１目、説明書の41ページ、決算

書の47ページ、防犯カメラ整備管理事業について

お伺いいたします。

まずは、委託料の内訳と事業の概要について説

明を求めます。

◎市民協働課長補佐（山﨑 幾子） まず、委託

料の内訳なのですけれども、車両用防犯マグネッ

ト製作業務委託料が７万7000円、たか丸君防犯オ

リジナルデザイン製作業務委託料が11万円、防犯

見守りアームバンド製作業務委託料が10万9934

円、防犯ノボリ旗製作業務委託料が８万3545円、

防犯カメラ設置表示板製作業務委託料が45万1880

円となっております。

こうしたものによりまして、防犯カメラを設置

していることを強調することで、犯罪の抑止効果

ですとか、地域住民の防犯意識の啓発などを推進

する取組を展開しております。

防犯カメラ整備管理事業の概要ですけれども、

こちらは犯罪の未然防止を図るために市が設置し

た防犯カメラの維持管理を行うとともに、事件が

発生した場合には、警察からの捜査照会に応じて

画像を提供するものです。

防犯カメラは、平成26年度に弘前大学周辺へ20

基、令和３年度に東地区へ12基、令和６年度に城

西小学校区及び西小学校区に10基を地域住民や関

係機関との協働によりまして設置し、市が一括管

理しております。

◎１４番（畑山 聡委員） 令和６年は東地区の

話が書いてあるわけですが、東地区ですので、私

はかなり分かった上で質疑しているわけですが、

東地区における取組の内容と、たか丸君防犯オリ

ジナルデザインというのはどういうものであっ

て、また、決算の防犯見守りアームバンド製作業



－ 303 －

務委託料について、説明していただければと思い

ます。

◎市民協働課長補佐（山﨑 幾子） まず、東地

区における取組の内容でございますけれども、防

犯カメラの設置に加えて、地域住民が日常生活の

中で見守り活動に参加するながら見守りですと

か、事業者による防犯ＣＳＲ活動など、地域の防

犯意識向上に向けた取組を５年間のモデル事業と

して実施し、今年度がこのモデル事業の最終年度

となります。

今年度モデル事業終了後も東地区において防犯

活動を継続していけるように、地域との意見交換

会を３回開催しまして、今後の活動方針をまと

め、東地区における防犯の取組をこれまでよりも

広く周知していくこととなりました。

今後の活動方針の決定を受け、９月７日開催の

東地区町会対抗運動会で啓発活動を実施しまし

て、地域住民への周知や防犯意識の向上を図って

おります。

たか丸君防犯オリジナルデザインなのですけれ

ども、こちらは当市の安全安心まちづくり推進の

取組や市民の防犯意識の向上を図るため、のぼり

旗等の防犯用品を設置、活用しておりますけれど

も、その防犯用品用に新たにたか丸君をデザイン

したもので、たか丸君が黄色の防犯ベストを着

て、防犯カメラを持っているデザインとなりま

す。

防犯見守りアームバンド製作業務委託料は、東

地区のながら見守りの活動を、ほかの地区でも取

り組むことができるように製作したものです。

◎１４番（畑山 聡委員） 説明ありがとうござ

いました。

この事業自体が令和３年度に始まって、今年で

最終年度の５年目になったわけです。

市民協働課が一体一丸となって一生懸命取り組

んでくださっていることは、私も十分承知してお

ります。非常に精力的に取り組んできてくれたな

と、その熱意に対して、東地区住民の多くの協力

が少しずつ得られてきて、模範となるべき体制が

できつつあるように思われます。

現実に、小学生等に対する不審者等による声が

けや付きまといが以前はあったのですけれども、

なくなったということは、城東交番の所長である

とか、東小学校の校長先生、先生方が明確に認め

ているところであります。つまり効果が表れてい

ると。

そして、この間の運動会自体は中止になりまし

たけれども、中止のときに、またイベントをやり

まして、そのときに来ていただいて大変ありがた

かったのですが、その後の９月17日に東地区町会

連合会において、東小学校の校長先生の提案で、

最低でも月に一度、小学生の朝の登校時に挨拶運

動をやってくれないかというお願いにいらっ

しゃったのですよ。皆さんとお話ししたら、それ

はなかなかいいことだなと。月に一度、交通安全

と小学生に対する挨拶と、それと併せて、ながら

見守りをやろうという提案が出まして、校長先生

の挨拶運動の提案、お願いに乗じる形で、それ

だったらできるなということで、ながら見守り

も、最低でも月に一度行うと町会長会議で決まっ

たところであります。できるだけ町会の人たちに

も、各町会で協力してくれる方にお願いして、そ

の活動をやっていくということに決まりました。

これを契機に、ながら見守り、地域防犯活動が

さらに充実していくものであると、市民協働課に

は心からお礼申し上げたいと思います。とりわけ

令和３年度から、直接の担当者は３人ぐらいか

な、替わってきまして、その途中では、住民の抗

議も受けたりして大変だったと思うのですが、そ

れはそれだけ住民も一生懸命東地区のことを考え

ているからであると、いい方向に捉えていただい

て、大変だったと思いますが、それが成果として
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表れていると思いますので、今年度で終わってし

まいますが、さらにほかの弘前市全体に、こうい

う活動を広げていってくださればなと願うもので

あります。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、２款１項

４目、決算書53ページ、説明書52ページ、ひろさ

きＵＪＩターン促進事業についてお伺いいたしま

す。

本年８月の地元紙に、令和６年度の弘前市への

移住者が110人との報道がありました。移住者が

100人を超えるのは２年連続で、ＵＪＩターンの

取組が奏功したとうかがえ、少子高齢、人口減少

が全国的に加速している中、大きな成果と言えま

す。

まずは、市が掲げた目標数値に対しての達成度

をお聞かせください。

◎企画課長（青山 洋蔵） お答えします。

ひろさきＵＪＩターン促進事業について、この

達成度でございますが、市はこの目標値につい

て、総合計画後期基本計画において、ひろさき移

住サポートセンターを経由しての累計移住者数

を、平成26年度から令和８年度までの累計で583

人と目標に掲げておりますが、令和６年度の実績

は620人であったことから、計画を前倒しで目標

を達成しているところでございます。

◎３番（志村 洋子委員） 目標を前倒しで達成

したとのことで、市の取組を誇らしく思います。

それでは、市として移住支援を行った移住者の

うち、５年後の定住、定着状況をどのように把握

しているか、また定着率をお聞かせください。

◎企画課長（青山 洋蔵） 市として移住後の定

着状況を把握しているのは、弘前市への移住・定

住の促進や働き手不足の解消等を目的としました

東京圏ＵＪＩターン就職等支援金、また弘前市Ｕ

ターン就職等支援金、また弘前市医療福祉職子育

て世帯移住支援金のいずれかを活用した移住者と

なってございます。

これらの支援金を利用した方につきましては、

申請日から３年に満たない間に弘前市外に転出し

た場合は全額返金、申請日から５年以内に弘前市

外に転出した場合は半額返還と、災害等のやむを

得ない事情がある場合を除き、返還規定があるこ

とから追跡調査を行ってございまして、令和元年

度に支援を開始して以来、市外への転出を理由に

返還に至ったケースは、76件中１件で定着率とし

ましては約98.7％となっております。

◎３番（志村 洋子委員） 定着率は非常に高い

数値で安心いたしました。

それでは、移住施策の課題についてどのように

分析をしているのか、また、移住者の定住につな

げるために行っている施策があればお聞かせくだ

さい。

◎企画課長（青山 洋蔵） 移住施策の課題につ

きましては、各種支援策や当市の魅力に関するさ

らなる情報発信の強化が必要であると考えており

ます。

また、定住施策としましては、基本として移住

者を含めた全ての市民がこのまちに住み続けたい

と思っていただけるよう、市政全般において取り

組む必要があると考えております。

一方で、移住されて間もない方は、コミュニ

ティーへ関わるための一歩を踏み出すことが難し

いといった声もございますので、移住者同士や地

域住民とつながる場を提供するため、弘前圏域８

市町村への移住者を対象にした移住者交流会とい

うものを実施してございます。こうした事業によ

り、移住してきた方が新たなコミュニティーに参

加するなど、地域になじむことや生活環境の充実

に結びつくことで、定住につなげるよう取り組ん

でいるところでございます。

◎３番（志村 洋子委員） ありがとうございま

した。
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弘前市には豊かな自然と歴史的景観など、ＵＪ

Ｉターンを促す魅力的な資源が多数存在しますの

で、これらを最大限に活用して、子育て世代な

ど、ターゲットを絞ったＰＲ動画の作成やＳＮＳ

などでのアピールもお願いしたいと思います。

また、デジタルだけでなく、簡単に手に取れる

ようなミニ冊子の作成も効果が得られると思いま

す。

移住者が地域になじむためには、行政の支援だ

けでなく地域住民の理解とサポートが非常に重要

であると考えますので、移住して定住した方の生

の声を地域の方、移住を検討している方、双方に

発信することによって理解が深まり、地域全体と

して移住者を受け入れる体制づくりになると思い

ますので、取組をお願いいたします。

次の項目に移ります。

２款１項７目、決算書59ページ、説明書62ペー

ジ、交通安全対策費についてお伺いいたします。

説明書によると、昨年の弘前市内における交通

事故の発生件数は289件とありました。この中で

死者数と負傷者数について、また、過去５年の死

者数の推移も併せてお聞かせください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 令和６年の死者

数と負傷者数は、まず、死者数は７名となってお

ります。負傷者数は332名となっております。

また、過去５年の死者数ですけれども、令和元

年が４名、令和２年が３名、令和３年が２名、令

和４年が５名、令和５年が２名と、平均すると３

名程度になってございます。

◎３番（志村 洋子委員） 近年で比較すると死

者数が多いようですので、昨年の交通死亡事故の

特徴についてお聞かせください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 昨年の７名の、

まず年齢層で比べますと、７名のうち65歳以上の

いわゆる高齢者が７名中６名、それから、事故の

起きた場所で見ますと、道路横断中や横断歩道上

での事故が７名中４名となっております。これら

を鑑みますと、昨年の交通死亡事故のほとんどは

横断歩道や道路横断中の高齢者の可能性が大き

かったのかなと見ております。

◎３番（志村 洋子委員） 新聞等の報道では、

今月20日、先週の土曜日に国道７号線の交差点

で、残念ながら死亡事故が発生しました。今年に

入って初めて交通事故による死亡者が出たと記憶

しておりますが、昨年の交通事故発生日から今月

20日までの交通死亡事故ゼロの連続日数をお聞か

せください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 昨年は令和６年

10月23日に交通事故が発生しておりました。その

後、交通死亡事故は発生しておらず、今月20日の

交通死亡事故をもって連続日数は331日となって

ございます。

◎３番（志村 洋子委員） 参考までに、弘前市

の交通死亡事故ゼロの最長記録をお聞かせくださ

い。

◎地域交通課長（羽賀 克順） これまでの記録

ですけれども、昭和59年４月５日から昭和60年３

月31日までで361日が最長記録となっておりま

す。また、平成の市町村合併から見ますと、新弘

前市では341日が記録として残っております。

◎３番（志村 洋子委員） 今回の交通死亡事故

の発生は非常に残念であり、心よりお悔やみを申

し上げます。

それまで331日連続して交通死亡事故を防いで

きたのは、多くの関係者が地道に取り組んできた

成果であったと思います。

先日の地元紙によりますと、日没が早まる秋、

10月から年末に死亡事故が増えやすく、歩行中に

事故に遭うケースが非常に多いとの記事がありま

した。児童生徒が新学期の環境に慣れてくる時期

で、活動的にもなるため、一層の注意が必要であ

ると警察庁が注意喚起を強めております。
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弘前市においても、悲惨な交通事故が発生しな

いよう、これからも積極的に交通安全運動に取り

組むようお願いいたします。

次に移ります。

２款３項１目、決算書68ページ、説明書70ペー

ジ、マイナンバーカード交付事業についてお伺い

いたします。

申請後の未交付者、いわゆるマイナンバーカー

ドを申請したものの受け取らなかった方はどう

いった理由によるものなのか。また、そういった

方への対応についてお聞かせください。

◎市民課長（長利 博子） マイナンバーカード

は交付申請を受けますと、１か月程度でマイナン

バーカード交付通知書を市から送付しており、そ

の後、来庁されず未交付となっている方がいらっ

しゃいます。

その理由につきまして、施設入所や入院で来庁

が難しくなった、高齢で自宅で寝たきりのため、

家族が連れてくることが難しい、仕事や子供の部

活で多忙なため来庁できない、県外で働いている

方や大学生で、こちらになかなか帰ってこられな

いなどの理由が多かったものです。

未交付となっているマイナンバーカードの取扱

いにつきましては、国からの通知は当初、少なく

とも90日間は保管しておくこととされており、そ

の後、新型コロナウイルス感染症の流行等によ

り、当面の間保管するとなったところです。

市では未交付となっているマイナンバーカード

は１年以上保管しておりますので、まだ受け取ら

れていない方は、マイナンバーカード普及促進対

策室までお問合せいただきたいと考えておりま

す。

さらに、長期間受け取りに来られていない方に

は、再度交付通知書を送付しており、令和６年度

の実績としては、令和５年４月１日から12月31日

まで申請された4,066件のうち287名の方に送った

ものであります。

◎３番（志村 洋子委員） 令和６年度の成果を

踏まえて、令和７年度以降に、交付窓口の拡充や

多忙な勤務状況の方への支援策など、市民の利便

性向上を踏まえた普及促進策は、どのように計画

されているかお聞かせください。

◎市民課長（長利 博子） まず、窓口の拡充と

いたしましては、職員が福祉施設等を訪問する出

張申請の機会を増やすことで、カードをまだお持

ちでない方への普及促進策を図ってまいります。

また、多忙な方への支援策といたしましては、

現在、ヒロロスクエア内の市民課駅前分室がマイ

ナンバーカード関連手続を平日午後６時まで行っ

ております。第３土曜日とその翌日曜日以外の土

日祝日は、午後４時まで受付しております。御利

用いただけるよう、市ホームページ、広報ひろさ

き、ラジオ等で引き続き周知してまいります。

◎３番（志村 洋子委員） 弘前市では、交付後

の利用促進をどのように進めていくのかお聞かせ

ください。

◎市民課長（長利 博子） マイナンバーカード

は、顔写真つきの本人確認書類として利用できる

ほか、ＩＣチップを利用してオンライン上でも安

全かつ確実に本人であることを証明できるもので

す。カード交付の際には、ＩＣチップに搭載され

た電子証明書を利用し、住民票や戸籍謄本等を全

国のコンビニエンスストアで取得できるコンビニ

交付サービス、オンラインによる行政手続や健康

保険証として病院や薬局で利用できるなどを丁寧

に説明し、マイナ保険証の利用登録支援について

も同時に行い、利用促進に取り組んでおります。

市といたしましては、今後もマイナンバーカー

ドの利用範囲の拡大が見込まれるため、国の制度

変更の情報収集に努め、引き続き普及促進に取り

組んでまいります。

◎３番（志村 洋子委員） マイナンバーカード
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は、2016年の交付開始から見ても、大分利用方法

が拡充されております。例えば、マイナ保険証が

あれば、高額療養費の面倒な手続が要らなくな

り、就職や転職したときも、従来のように手続を

して発行を待つことなく継続して使用することが

できます。

ちょうど今朝の地元紙にもありましたように、

来月10月１日から全国でマイナ救急が開始とな

り、救急隊員が患者から正確な情報を聞き取るこ

とが難しい場合に、適切な処置、迅速な搬送先の

選定にも寄与することになります。大げさかもし

れませんが、命を救うカードとも言えます。ほか

にも、災害時、避難所に読み取りリーダーを設置

すれば、避難者の生存確認を瞬時にできるなど、

今後も大いなる可能性を含むカードですので、今

後も交付申請されていない市民への丁寧な説明、

対応を実施するとともに、交付後の利活用や更新

への周知を一層進め、市民にとって持つだけでな

く、便利に使えるカードとなる取組強化をお願い

いたします。

◎１６番（木村 隆洋委員） ２款１項１目、決

算書46ページから47ページにかけて、説明書では

38ページ、行政ＤＸ推進事業についてお伺いいた

します。

行政ＤＸ推進事業、先ほどＡＩチャットボット

の話もありましたけれども、かなり広いので、理

事者側の皆さんのふだんの仕事のスリム化のとこ

ろでお伺いしたいと思います。

ＲＰＡ導入支援業務委託料の部分についてお伺

いいたします。

決算の説明書の中で、事業委託先、委託期間、

業務内容が書かれておりますが、この業務内容に

ついてもう少し詳しくお願いいたします。

◎情報システム課長（齊藤 弘行） 業務内容に

ついてでございます。業務内容につきましては、

市職員へのＲＰＡ操作研修会の実施、新規に導入

するＲＰＡ選定のためのヒアリング及び効果検

証、ＲＰＡのプログラム作成、その作成したプロ

グラムの手順書の作成になります。

◎１６番（木村 隆洋委員） ＲＰＡを導入して

結構たつと思うのですが、導入して何年経過する

のかお伺いいたします。

あわせて、結構年数がたっていると思いますの

で、これまでどういう業務に対してＲＰＡを導入

してきたのかお伺いいたします。

◎情報システム課長（齊藤 弘行） まず、導入

してどのくらいたつかということでございますけ

れども、令和元年度から導入いたしましたので、

現在７年目となります。

また、これまで導入した業務についてですが、

国保特定健康診査受診券の送付業務のほか、おく

やみコーナー申請書の印刷業務、軽自動車廃車入

力業務など19業務に導入してきたところでござい

ます。

◎１６番（木村 隆洋委員） ７年目なので７年

間と言えないかも分かりませんが、これまで19業

務に導入してきたということでありました。

では、ＲＰＡを導入してきて、事業効果をどの

ように考えているのか。導入してから、業務の削

減時間、あと、例えば皆さんの残業時間とかがど

のように減ってきたのかお伺いいたします。

◎情報システム課長（齊藤 弘行） 効果でござ

いますけれども、効果につきましては、現在稼働

している業務で試算したところ、年間で1,300時

間、１日８時間で割り返しますと、約160日削減

している状況でございます。

また、時間の削減効果以外にも、ＲＰＡは決め

られた作業をミスなく行うことができるので、処

理件数が多い業務であってもチェック漏れがなく

なったなど、正確性の向上に関する意見や、削減

できた時間を他の業務に充てることができたなど

の効果があったものと認識しております。
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◎１６番（木村 隆洋委員） 今、ＲＰＡに絞っ

てお伺いしたのですが、行政ＤＸ事業全体という

中で、先ほど来、結構ＡＩの話が出てきます。皆

さんの業務の中でも、こういう簡単な業務をＲＰ

Ａで効率化していく必要性はもちろんあるのです

が、ＡＩの進化がすごく早いというところで、皆

さんの効率化を進めていくためにも、多分、生成

ＡＩとか、例えば資料を一つ作るとなっても、言

い方はあれですけれども、パワーポイントの資料

を一々作っていくよりは、生成ＡＩで作ると多分

簡単に、項目を入れてどういうグラフを作りた

い、どういうので作りたいというと、多分すごく

簡単にできると思います。そういう意味では、こ

れから人口が減っていく中で、皆さんの業務負担

を減らしていく意味でも、ぜひＡＩの導入の部分

をもう少し積極的に進めていただければと思いま

す。

次に行きます。

２款１項４目、地域おこし協力隊導入事業、決

算書では52ページ、53ページ、55ページ、56ペー

ジ、説明書では45ページに掲げられております。

説明書の中で、いろいろ多岐に掲げられておる

のですが、端的に、令和６年度の段階で、何名の

方がどの地域で、どのような活動を行っていたの

かお伺いいたします。

◎企画課長補佐（土岐 博志） 協力隊の人数、

地域、それから活動ということでお答えいたしま

す。

まず、相馬地区になりますけれども、こちらは

地区内集落点検のほか、地域行事、それからコ

ミュニティーに係る支援活動、それと地区の伝

統・文化振興支援などに取り組む隊員が２名おり

ます。

続きまして、岩木地区になりますが、こちらは

竹細工の技術習得や伝統工芸、伝統文化としての

竹細工の魅力発信に取り組む隊員が１名。

最後に、津軽産ワインぶどうの産地化を促進す

るに当たりまして、ブドウ栽培技術の習得、情報

発信等に取り組む隊員が１名。

令和６年度は、計４名が当市の地域おこし協力

隊として活動を行っております。

◎１６番（木村 隆洋委員） この地域おこし協

力隊の制度そのものは、国で平成21年―2009年

度から始まったと認識しております。

では、当市においてはいつから始まったのか

と、あわせて、これまで延べ何名の方が活動を

行ってきたのか、全てでなくてもいいので、どう

いう活動をこれまで行ってきたのかお伺いいたし

ます。

◎企画課長補佐（土岐 博志） いつからという

ことで、まず、当市における導入は平成27年度、

相馬地区で２名の隊員を受け入れたことから始ま

りまして、延べの人数で、現時点でこれまで受け

入れた隊員は累計で28名、うち現役隊員が８名と

なっております。

主な活動になりますけれども、岩木や相馬、東

目屋といった地区配属の隊員につきましては、農

産物加工品や地場産品の開発、それから地域資源

を活用したイベントの企画、地域の農産物等のブ

ランディング、それから情報発信などを行ったほ

か、全国から集まった1,000枚のこぎん刺しをつ

ないだタペストリーの制作ですとか、ジャズイベ

ントの開催など、地域の活性化や交流を促進する

活動に取り組んでおります。

それからまた、移住推進の分野では、移住相談

や移住者ネットワークの構築支援等を行っていた

ほか、伝統工芸の分野になりますけれども、津軽

打刃物職人の後継者候補としまして、技術習得及

び伝統工芸のＰＲ活動を行うなど、様々な分野で

の地域協力活動に取り組んできたところでござい

ます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 市が導入して約10
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年たつということであります。

この10年たったというところで、現時点におい

て、３年間の任期を終えられた方々で市内に在住

されている方はどの程度いるのかと、あわせて、

市内に在住して残っていただいた方は、具体的に

どういう活動を行っているのかお伺いいたしま

す。

◎企画課長補佐（土岐 博志） お答えいたしま

す。

これまで当市で活動し、退任された方は20名お

られますが、そのうち15名が現在も市内に在住し

ておりまして、定着率は約75％と、県及び全国の

定着率と比較しても高い水準となっております。

退任後の活動になりますけれども、家族と経営

する法人に勤務しながら、神職への従事やカフェ

経営をされている方、それから旅館を継承し、宿

泊施設とシェアハウスの運営やキッチンカーによ

る食品販売を行っている方、そのほか、写真、映

像、デザインなどの事業や、キャンプ用品のセレ

クトショップとカフェバーが併設された店舗を経

営している方など、複数のなりわいを持つ方も多

くいらっしゃいます。

また、隊員としての活動中にサポートしていた

獅子舞保存会の活動に卒業後も携わり、地域に根

づいた活動を継続している方や、津軽打刃物職人

としてそのまま就職しまして、伝統工芸を受け継

いでいるなど、協力隊としての経験を生かしまし

て、様々な分野で活動を行っているところであり

ます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 定着率75％は思っ

たより高いのかなというのが正直な感想でありま

す。

令和６年度だと全国で1,176自治体、7,910人の

方が地域おこし協力隊の隊員として全国で活躍し

ていると、右肩上がりで過去最多の数字になって

いると、総務省から公表もされております。

こういう定着率があるということは、いろいろ

な外からの目という部分も含めて可能性があるの

だろうと。そういう意味では今後も継続していく

ことが大事だと思いますので、ぜひその点、注力

していただければと思います。

次に行きます。

２款１項４目、健康とまちのにぎわい創出事

業、決算書53ページ、説明書55ページになりま

す。

説明書に業務内容が５項目掲げられております

が、委託先として、ランドブレイン株式会社仙台

事務所とあります。まず、なぜここに委託したの

かお伺いいたします。

あわせて、このランドブレインという会社が具

体的にどういう活動、業務を行っている会社なの

かお伺いいたします。

◎企画課参事（櫻庭 智之） まずは、委託先の

選定理由でございます。

健康とまちのにぎわい創出事業につきまして

は、令和４年10月から本年３月までの２年半、実

施してきた事業でございまして、委託先の選定に

当たりましては、令和４年７月に公募型プロポー

ザル方式によりまして、複数年の企画提案を募集

し、附属機関の審査を経て、４者の中から選定し

たもので、以降、年度ごとに随意契約で契約を締

結したものでございます。

委託先の選定理由といたしまして、附属機関の

審査におきましては、業務の趣旨、基本条件を踏

まえた提案がなされている。また、企画提案が事

業目的に直接寄与する内容となっていることなど

におきまして、評価が高かったものでございま

す。

続いて、同社の活動、会社の概要についてでご

ざいます。ランドブレイン株式会社は、様々な分

野を業務領域とする総合型のシンクタンク事業会

社でございまして、ソフト、ハードの両面におい
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て多くの実績を有し、まちづくりに関する事業を

中心に展開しているものと認識してございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 先ほども申し上げ

ました具体的な事業として、説明書に５事業を書

かれております。３年間も含めて、この事業効果

について、市としてどのような見解をお持ちなの

かお伺いいたします。

◎企画課参事（櫻庭 智之） これまでの事業効

果についてでございます。

本事業につきましては、中心市街地におきまし

て、ＱＯＬ健診を軸とした健康イベントを実施す

るほか、野菜の推定摂取量を測定するベジチェッ

クを商業施設などに設置するほか、あとは健康ア

プリにおきまして、複数の店舗に御協力いただき

ながら、中心市街地への来街を促す取組を実施す

るなど、健康とまちのにぎわいの二面性を有する

取組を中心に実施してきたところでございます。

これまでの２年半における主な実績といたしま

しては、いずれも本事業に特化した延べ人数とい

たしまして、ＱＯＬ健診の受診者数が1,800人を

超え、また、ベジチェックの測定者数は約13万

3000人となってございます。こうしたことから、

ＱＯＬ健診を軸に複数の取組をパッケージ化し

て、主に中心市街地において一体的に実施するこ

とで、市民の健康意識の向上と、中心市街地への

来街機会の創出を図ることができたものと認識し

ております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 本事業には説明書

57ページにも掲げられておりますが、ＫＰＩが設

定されております。

事業終了後の指標として、令和９年３月の年月

日が掲げられておりますが、令和６年度の指標と

して、３項目全て目標が達成できていないと。現

時点で判断しても、恐らく令和９年３月の事業終

了後の指標にはかなり厳しいというか、恐らくか

なりの割合で届かないと推測されます。この３年

間の事業、先ほど２年半というお話もありました

が、３年間の事業を行った上での、令和９年３月

時点でのＫＰＩの指標にいかない可能性が、100

％とは言わないですけれども、かなり高い。６年

度の決算ですので、６年度のこの指標が３項目全

て目標値に届いていない。このことについて市と

してどのような見解をお持ちなのかお伺いいたし

ます。

◎企画課参事（櫻庭 智之） ＫＰＩの実績値に

対する見解でございます。

本事業はデジタル田園都市国家構想交付金を財

源としておりますので、実施計画において、市の

ほかの事業と合わせて三つのＫＰＩを設定してご

ざいます。

一つ目が中心市街地の歩行者・自転車通行量、

二つ目がメタボリックシンドローム該当者・予備

群の割合、そして、最後、三つ目が特定健康診査

の受診率。今、委員が御指摘のとおり、６年度の

実績値はいずれも目標値に達していないところで

ございます。

ただ、事業開始前と６年度の実績値を比較いた

しますと、中心市街地の歩行者・自転車通行量は

671人の増加、メタボリックシンドローム該当

者・予備群の割合は0.3ポイントの減少、そして

特定健康診査の受診率は6.2ポイントの増加と

いったように、いずれも増加傾向、改善傾向と

なっておりますので、本事業により一定の効果は

得られているものと認識しております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 決算審議ですの

で、数字で厳密に見ないといけないなと思ってお

ります。

先ほど、目標値にはＫＰＩは届いていないけれ

ども、改善傾向にあると。ただ、改善傾向は事業

を行った効果とすれば、事業を行わないよりは、

全く効果ゼロでは大変だと思います。ＫＰＩを設

定した以上、ここにどうやっていかなかったのか
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という検証も今後、私は必要なのかなと思いま

す。そこをぜひ担当課としても検討していただき

たい、お願いして終わります。

◎副委員長（坂本 崇委員） 暫時休憩いたしま

す。

〔午後 ２時５６分 休憩〕

───────────────

〔午後 ３時３０分 開議〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告による質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、奏望会の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

◎２２番（松橋 武史委員） 決算書51ページ、

２款１項３目、市役所の駐車場の前年度利用率と

いうのですか、稼働率をまずはお知らせいただき

たいと思います。

◎管財課長（羽場 隆史） 昨年の駐車場の利用

ですけれども、32万806人が利用されておりま

す。利用率ではありませんけれども、実数として

32万806人ということとなります。

◎２２番（松橋 武史委員） ありがとうござい

ます。

利用率、民間でいうと稼働率になるのですが、

そこまでは測っていないということでありまし

て、分かりました。

それと、同ページに、新紙幣対応業務委託料と

いうのがあるのですが、これは253万円ですか、

部品の交換もしくはアップデートが必要とされる

と思うのですが、これの内訳、何基でそれぞれの

予算、どれくらいお金がかかっているのか、お知

らせいただきたいと思います。

◎管財課長（羽場 隆史） 機械は事前精算機１

台の費用となっております。

◎２２番（松橋 武史委員） １台の機械を新し

い紙幣に対応できるような形にするためのお金が

253万円、少し高いかなと思われるわけでありま

すが、これは契約については随意契約ですか、ど

ういった形で契約されましたか。

◎管財課長（羽場 隆史） 駐車場の管理をして

おります会社と随意契約となります。

◎２２番（松橋 武史委員） 随意契約だからこ

そ、このような高い金額で契約されたのかなとう

かがえます。

機械のバージョンアップ、そしてまた部品の交

換であれば、随意契約ではなく地元業者でも対応

できたかに思いますが、そういった料金を下げる

ような工夫や努力はされたのでしょうか。

◎管財課長（羽場 隆史） 今、委員がおっしゃ

いましたとおり、地元の業者とか料金を下げる努

力なのですけれども、実際今入れております機械

を整備できる事業者でないとできませんので、そ

ういうふうな確認、対応等はしておりません。

◎２２番（松橋 武史委員） そういう事情があ

れば致し方ないわけでありますが、しかし、民間

の駐車場の業者の方々に聞けば、これほどの料金

はかかっていないということも聞き及んでおりま

す。どうぞ、民間業者等々の価格をしっかり情報

収集して、随意契約の際には、言いなりの値段、

言い値ではなくしっかりとお話をしていただいて

対応することが求められると思います。よろしく

お願いします。

それと、その下の入口発券機の修繕とあります

が、修繕ですから故障したのでしょう。この故障

の原因についてお知らせいただきたいと思いま

す。

◎管財課長（羽場 隆史） 車両の事故のために

機械が故障しまして、車両が通った際に機械にぶ
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つかって機械が破損したために、その修理をする

ために起こったものです。

◎２２番（松橋 武史委員） そういたします

と、修理費の総額を聞かせていただきたいと思い

ます。そして、事故であれば責任の割合が伴って

くると思われます。また、この金額の数字につい

ては保険での対応なのか、その辺の内訳をしっか

りとお知らせ願いたいと思います。

◎管財課長（羽場 隆史） 先ほどの説明を訂正

いたします。

車両事故がありまして、被災のために復旧作業

を行っておりました。契約は、株式会社南建設

で、復旧に対しましては、その事故を起こしまし

たところの保険に請求しておりまして、市では費

用の負担は発生しておりません。

◎２２番（松橋 武史委員） 分かりました。

この決算書だけを見ると弘前市が34万1000円を

負担したような形に見えるわけでありますから、

今確認して十分内容が確認できました。ありがと

うございます。

50ページの２款１項３目、本庁舎の管理費の同

じ駐車場でＥＶ自動車、電気自動車の充電システ

ムが２台ほどありますが、この利用状況、大体昨

年は何回くらい利用されているのかお伺いさせて

いただきたいと思います。

◎管財課長（羽場 隆史） 電気自動車の利用台

数については、申し訳ありませんけれども、把握

できておりません。

◎２２番（松橋 武史委員） 先ほど聞いた市民

の方々等々が利用する駐車場については、何万の

桁までカウントできているのですね。しかし、年

に数回しか使われないであろうＥＶ車の使用につ

いてはカウントしていないと。カウントしない理

由は何なのでしょうか。私は、これは２回目の同

様の質疑で、カウントの必要性があると。なぜな

ら、必要であそこに設置したのですよね。そうす

ると、どういった形で必要性があったということ

を担保するためには、数を数えて市民に知らせる

義務が私はあると思います。なぜ数えないのか、

お知らせいただきたいと思います。

◎管財課長（羽場 隆史） なぜ数えていないの

かということですけれども、利用に当たってス

イッチを入れて利用するという形にはなっており

ませんで、そこの駐車場に車を入れて充電すれば

充電できるという形になっております。ですの

で、ここの機械を使ったのでカウント１という形

になっておりませんので、そこの場所に人を張り

つけておくような形にもできませんので、人数は

把握できていないという状況になります。

◎２２番（松橋 武史委員） システム上、自動

でカウントできないためカウントしないと。シス

テム上、カウントできるような装置はありますよ

ね。それをつければ、年に何回、いつ何時にそれ

が使われたということが分かるわけですよね。そ

れをやらないのはなぜなのかなという疑問が残る

わけであります。

そして、この充電システム、充電装置というの

ですか、充電器の保守点検、メンテナンスは、

今、勝手に使ってもらって勝手にどうのこうのと

いう話でありました。全く設置者の無責任が露呈

したのかなと思わざるを得ません。

そこで、しっかりこれを貸す側が、貸す側の責

任として保守点検、メンテナンスを行わずに何か

事故があった場合、車が充電中に故障した場合、

責任は市にあると思われますよ。しかし、物の本

のルールに勝手にやって壊れた場合については自

己責任だという文言があればまた別ですけれど

も、その辺の整理はどうなっていますか。

まずは、月に１回なのか、月に２回なのか、ど

のような形で保守点検、メンテナンスが行われて

いるのかお伺いさせてもらいます。

◎管財課長（羽場 隆史） 点検のことについて
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ですけれども、年２回、職員が設備の点検をして

おります。そのときに合わせて電気自動車の機器

の確認をしております。

◎２２番（松橋 武史委員） その職員の方は、

点検業務に当たって資格保有者なのでしょうか。

◎管財課長（羽場 隆史） 管財課の職員がやっ

ておりますので、特に資格を持っているという感

じではございません。ただ、点検した際に何か不

具合等があれば、すぐ修理するという対応を取る

ことにしております。

◎２２番（松橋 武史委員） その点検について

は、誰もができる形になっているというお話でし

た。だとすれば、点検マニュアルに沿って点検を

すれば誰もができるということに聞こえます。し

かし、何も分からずに２人ですか、年に２回、目

視なのか、どうなのか、それと紙があってのもの

なのか、その辺を教えていただけますでしょう

か。

◎管財課長（羽場 隆史） 目視と併せてきちん

と充電できているか、公用車に電気自動車もござ

いますので、それに差してきちんと動いているか

という確認をしております。

◎２２番（松橋 武史委員） それが保守点検と

言えるかどうかというものをいま一度検証してい

ただきたい。そしてまた、貸す側の責任として、

何か事故があったときには間違いなく市の責任に

なります。ですので、その辺も整理してもらいた

い。そしてまた、どれくらい使われているのかと

いうのは、やはり管財課としてしっかりカウント

するべきだと思われます。これは二度目の提言に

なりますが、しっかりと受け止めて対応するよう

にお願いいたします。

そして、今、課長から電気自動車の話がありま

したが、市が保有する電気自動車は１台ですよ

ね。２台ですか、失礼しました。232ページの物

品には１台と書いてあるような気がしたので１台

と申し上げたのですが、２台あるということであ

ります。

そこで、その２台については、この駐車場にあ

るＥＶ専用の充電器を使われているのか、また、

その頻度についてお知らせ願います。

◎管財課長（羽場 隆史） 利用については、

今、立体駐車場に置いてある２基の機器で利用し

ております。

今の公用車はどうしているかといいますと、１

台は公用車に置いておりますので、戻ってきた

ら、まず充電するという対応をしておりまして、

それがいっぱいになれば、もう一つの電気自動車

へ充電するという形で、１台を交互に使っている

ような形で、もう１台は市民の方が利用できるよ

うに空けておいているような状況で活用しており

ます。

◎２２番（松橋 武史委員） 分かりました。

そうすると市で保有する電気自動車を月に数回

ですか、充電することでしっかり使えているとい

うことも確認できるので、それも保守点検の一つ

なのかなと、少し安心するところでありますけれ

ども、どうぞ先ほど申し上げたとおり、事故責任

は市にあるわけでありますから、しっかり対応の

ほどよろしくお願い申し上げます。

それと、先ほど申し上げましたカウントについ

ては、決算ですからあれなのですが、今後、何か

考えがあればお知らせ願いたいと思います。

◎管財課長（羽場 隆史） カウントについては

以前も委員から指摘がございましたので、何かし

らの対応ということであれば、そこの機械に鍵を

つけて、鍵を借りてという利便性との兼ね合いも

ございますので、その辺、どのようにカウントで

きるようになるのかということを検討していきた

いと思っております。

すみません、先ほどの新紙幣対応のところで、

ちょっと答弁漏れがございました。
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先ほど事前精算機のみでお話ししましたけれど

も、精算機も対応が必要でしたので、全部で２台

分ということになります。失礼いたしました。訂

正いたします。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

◎７番（竹内 博之委員） 通告していないので

すけれども、決算書の58ページ、２款１項７目の

指定管理料について質疑したいと思います。

私はこれまで指定管理について、いろいろ一般

質問等でも取り上げましたし、木村議員も指定管

理については何度か一般質問を通じて取り上げて

きたと思っています。

指定管理者で、どうしても人件費だったり物価

が上がったりといろいろな負担が増えていく中

で、自分たちの努力によって収益を確保すること

が、制度改定とかマニュアルの改定によって必要

でないかというお話も議論の中でさせていただい

ていたのですけれども、ホームページを見ると、

今年の４月にマニュアル改定ということが出てい

るので、この辺りのこれまでの指定管理事業者へ

の事業の実施に当たっての収益確保の観点から、

どういった変遷があったのかということについ

て、まずお聞きいたします。

◎管財課長（羽場 隆史） 本年７月に指定管理

のマニュアルを改定した経緯ということでお話し

いたします。

昨年度に当課の職員が研修の受講、それから先

進地への視察を行いまして、それで得られた情報

を参考にして、指定管理者が積極的に自主事業を

実施し収益を確保するということで、指定管理者

の財務基盤強化による施設の安定運営や指定管理

者職員の労働環境の向上につながるということを

期待しまして、自主事業の実施条件の緩和をする

ための具体的な手法について、庁内関係課と協

議、検討を重ねまして、マニュアルを改定しまし

た。その中で、自主事業に対しての緩和の場合の

規定を定めたものです。

具体的な緩和の内容としましては、自主事業の

うち提案事業に該当するものについては、市が施

設条例に基づき、使用料を減免する場合があるこ

ととしたものであります。

提案事業となる要件は二つございまして、一つ

目が提案した事業内容が施設条例上の設置目的に

合致すること、二つ目が実施する事業により施設

の利用促進やサービス向上につながることとして

おります。

ただし、提案事業に該当するかどうかにつきま

しては、指定管理者から提案いただいた自主事業

について、市が承認するという形を取っておりま

す。

◎７番（竹内 博之委員） この提案事業を、マ

ニュアル改定に当たってつくってくれたという

か、指定管理事業者がより幅広い運用をできるよ

うにしてくれたということは、本当にこれまでの

議論も踏まえてくれて改定していただいたのだろ

うということで感謝申し上げたいと思います。

一方で、今回の一般質問で、私は財政の負担が

今後まだまだ厳しい状況が続くのではないかとい

うところには、当然委託先の人件費だったり物価

だったり、もろもろの負担が当然市の財政にも跳

ね返ってくるのではないかという懸念を持ってい

るのですけれども、その中で、結局指定管理事業

者にその負担を一方的に強いるというのも厳し

い、しんどい状況が続くので、これまでの議論の

中でも、より幅広にこの指定管理制度そのものを
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考えたときに、私は、先進事例の取組として、一

般管理費を設けてみることも一つの方法でないか

というお話もさせていただいたのですけれども、

この一般管理費の部分に関しては、それこそ先ほ

どの答弁でも、いろいろな先進自治体を見て研究

していただいているみたいなので、その点につい

ての認識とかをお伺いできればと思います。これ

を最後にしますので。

◎管財課長（羽場 隆文） 一般管理費の扱いと

いうことですけれども、一般管理費につきまして

は、昨年の８月に先進自治体の視察を実施しまし

た。導入のきっかけ、それから仕組みづくり、実

際の運用における課題、財源等の聞き取り等を調

査してきておりました。現状では導入までには

至っておりませんが、現在、当課において具体的

な制度内容を検討しているところであります。今

後、関係課等と進めていければなと考えておりま

す。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、弘前さく

ら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって、２款総務費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、３款民生費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（秋田 美織） 72ページから88ペー

ジにかけての３款民生費の決算について、御説明

申し上げます。

72ページを御覧願います。

１項社会福祉費は、福祉総務課、障がい福祉

課、生活福祉課、介護福祉課、国保年金課等に係

る経費であり、予算現額174億8267万3821円に対

しまして、支出済額は167億6351万1830円、翌年

度繰越額は１億8746万6419円で、５億3169万5572

円の不用額となっております。翌年度繰越額は、

物価高騰生活支援臨時給付金給付事業及び個別避

難計画作成推進事業に係るものであります。

次に、不用額の主なものを申し上げます。

74ページを御覧願います。

１目社会福祉総務費19節扶助費の5518万2730円

は、物価高騰生活支援臨時給付金などの実績が見

込みを下回ったことによるものであります。

76ページを御覧願います。

２目心身障害者福祉費19節扶助費の8457万5853

円は、放課後等デイサービス扶助費などの実績が

見込みを下回ったことによるものであります。

78ページを御覧願います。

３目老人福祉費27節繰出金の２億7411万8224円

は、介護保険特別会計の繰出金が見込みを下回っ

たことによるものであります。

４目社会福祉施設費12節委託料の776万9837円

は、弥生荘指定管理料などの実績が見込みを下

回ったことによるものであります。

80ページを御覧願います。

６目後期高齢者医療費12節委託料の1558万9619

円は、後期高齢者健康診査業務委託料などの実績

が見込みを下回ったことによるものであります。

81ページを御覧願います。

２項児童福祉費は、こども家庭課等に係る経費

であり、予算現額136億4003万8000円に対しまし

て、支出済額が133億355万2338円、翌年度繰越額

は2148万8400円で、３億1499万7262円の不用額と

なっております。翌年度繰越額は、旧ひまわり荘

解体工事に係るものであります。
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次に、不用額の主なものを申し上げます。

82ページを御覧願います。

１目児童福祉総務費18節負担金、補助及び交付

金の6329万7032円は、一時預かり事業費補助金の

実績が見込みを下回ったことによるものでありま

す。

83ページを御覧願います。

２目児童運営費19節扶助費の１億5782万2634円

は、認定こども園等給付費などの実績が見込みを

下回ったことによるものであります。

84ページを御覧願います。

４目児童福祉施設費12節委託料の1154万9978円

は、弥生学園指定管理料などの実績が見込みを下

回ったことによるものであります。

87ページを御覧願います。

３項生活保護費は、生活福祉課に係る経費であ

り、予算現額70億3660万9000円に対しまして、支

出済額が67億196万6729円で、３億3464万2271円

の不用額となっております。

不用額の主なものを申し上げます。

88ページを御覧願います。

２目扶助費19節扶助費の３億2897万3172円は、

生活扶助費などの実績が見込みを下回ったことに

よるものであります。

以上で、３款民生費の説明を終わります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまして

は、７名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎４番（三浦 行委員） まず、通告しました３

款１項１目の生活支援臨時給付金については質疑

を取り下げます。

３款１項１目の決算書74ページ、社会福祉協議

会除雪支援事業費補助金について質疑します。

令和６年度の実績と現状についてお伺いしま

す。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 令和６年度の社会

福祉協議会除雪支援事業の実績と現状についてと

いうことでお答えいたします。

弘前市社会福祉協議会除雪支援事業に係ります

令和６年度の実績といたしましては、対象世帯が

695世帯、ボランティア数が960人、延べ実施回数

が１万2210回となっております。

令和６年度につきましては、記録的な豪雪で

あったことから、少雪であった令和５年度と比較

すると実施回数が大きく増加いたしましたが、除

雪ボランティア自体の減少に伴って、結果として

平年並みの実施回数となったものでありますが、

除雪ボランティアの高齢化や地域のつながりの希

薄化などを背景に、ボランティアの確保が困難と

なっている地区が現状では増加していると認識し

ております。

◎４番（三浦 行委員） 昨冬の大雪では本当に

大変だったと、本事業で助かったという市民の声

もありました。

補助金の増額等について必要ではないかと考え

ますが、市の対応をお伺いします。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 弘前市社会福祉協

議会では、各地区社会福祉協議会に対しまして、

対象件数１件につき4,000円を助成しておりまし

て、令和６年度は対象世帯が695世帯であったこ

とから、総額278万円を助成しております。

市では、弘前市社会福祉協議会に対しまして、

除雪支援事業に係る経費の３分の１の金額を助成

しておりまして、令和６年度の補助額は92万6666

円で、補助上限である100万円を下回ったもので

ございます。

なお、１世帯当たりの助成額につきましては、

令和４年度に、弘前市社会福祉協議会から地区社

会福祉協議会への助成金を１世帯当たり3,000円

から4,000円に増額して、ボランティアの経済的

負担の軽減を図ったところでございます。
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市といたしましては、今後も、弘前市社会福祉

協議会と連携いたしまして、除雪支援事業に対す

る支援を継続して実施してまいりたいと考えてお

ります。

◎１番（須藤 江利加委員） 順次、私も質疑を

させていただきたいと思います。

まず、３款１項２目の障がい理解啓発事業につ

いてお伺いしたいと思います。

決算説明書でいいますと、84ページになるので

すけれども、こちらの文面を拝見しましたら、小

中学校へ障がいのある方を講師として派遣し、

様々な障がいに対する理解を深める講座を実施す

るとございます。こちらの事業内容及び実績につ

いてお伺いさせてください。

◎障がい福祉課主幹（鈴木 由乃） 障がい理解

啓発事業の実績でございますが、令和６年度は小

学校２校、両校とも３年生を対象に実施、令和５

年度は小学校２校、それぞれ５年生、３年生を対

象として実施、令和４年度は小学校１校、３年生

を対象に実施しております。

事業内容につきましては、聴覚障がい者の方を

講師に迎え、耳が聞こえない方とのコミュニケー

ション方法や、その際の留意事項について学ぶほ

か、言葉を使わずに身ぶり手ぶりだけで出題され

た問題を答える伝言ゲームなど、児童が楽しい体

験を交えながら障がいのある方と交流し、障がい

への理解を深められる内容で実施しております。

また、令和６年度は、これまでの講座内容に加

え、新たに福祉施設職員を講師に迎え、車椅子の

操作と介助体験、視覚障がい理解のため、白じょ

うを使用した歩行体験やクロックポジション体験

などを実施し、児童が直接体験することで障がい

理解が促進されるような取組を実施したところで

あります。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

事前に資料を請求させていただいて、どの学校

がやっているのかなというところは既に確認させ

ていただいているのですが、説明書にもあるので

すけれども、実施している学校が大変少なくて、

令和４年、令和５年と同じ学校、福村小学校、城

東小学校、令和６年は大成小学校がやっていると

いうところは、事前調査で確認させていただけて

おります。

同じ学校での実施が多いというのは何か気にな

る点なのですけれども、ほかの学校での実施の予

定というのは、今後あるのでしょうか。

◎障がい福祉課主幹（鈴木 由乃） 小中学校の

選定につきましては、毎年、当市の教育センター

に実施校について事前に相談し、教育センターか

ら市内の小中学校にある特別支援学校のうち、難

聴、弱視、肢体不自由がある学校について情報提

供を頂き、その情報を基に当課から学校と日程や

講座内容等を直接調整した上で実施しているもの

であります。

市といたしましては、講師となる障がい者や学

校との日程調整等、課題もございますが、障がい

への理解を深めてもらう観点からも、未実施の小

中学校での実施に努めてまいりたいと考えており

ます。

◎１番（須藤 江利加委員） 今後の展望という

か、予定というところでは確認ができたところな

のですが、小中学校48校が市内にあると思うので

すけれども、この中でやってきたところが少ない

けれども、実施した内容としていろいろすごく充

実したものだなという、先ほどの答弁で分かって

まいりましたし、白じょうを使ったり、あとは歩

行体験とかはやってみないと分からないことだと

思いますので、ぜひ多くの学校、生徒たちに体験

していただきたいと思うところです。

この点については、これで終わります。ありが

とうございます。
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続きまして、３款１項３目の説明書でいけば87

ページ、決算書77ページにございます。ねたきり

高齢者寝具丸洗いサービス事業業務委託料につい

てお伺いいたします。

本事業は事業名のとおりかとは思うのですけれ

ども、この事業概要及び流れ、どのようにやって

いるのかについて具体的にお伺いしてもよろしい

でしょうか。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） ねたきり高齢

者寝具丸洗いサービスについて説明いたします。

当市が実施しておりますねたきり高齢者寝具丸

洗いサービス事業は、在宅で生活されているおお

むね65歳以上の寝たきりの高齢者を対象に、年に

１回寝具を丸洗いし、乾燥、殺菌消毒を行うこと

で、保健衛生の向上や快適な生活の維持を図るこ

とを目的として実施しているものであります。

流れといたしましては、７月に受付をいたしま

して、対象者を決定いたします。その後、契約業

者が９月上旬から10月下旬にかけて対象者宅を直

接訪問し、寝具を回収した上で、約１週間後に返

却する流れとなっております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

寝たきりですので、御自身で申請というのは難

しいのかなとは思うのですけれども、さらに具体

的に申請方法をどのようにしているのか伺えます

でしょうか。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） 申請方法につ

いて申し上げます。

申請につきましては、市役所介護福祉課窓口の

ほか、岩木、相馬各総合支所民生課窓口におい

て、利用申請書を御提出いただいておりまして、

主に御家族や各地区民生委員が申請においでに

なっております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

少し今の答弁で気になる点がありまして、その

事業の流れとかどういうふうにやっているのかの

答弁の中に、７月に受付をして対象者を決定し、

契約をいろいろやってから９月以降洗ってくださ

るということなのですけれども、これというのは

７月を逃すともう洗えない、申請できないという

ことでよろしいのでしょうか。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） 申請月が７月

までとなっておりまして、それを逃すと、後はで

きないことになっております。

◎１番（須藤 江利加委員） １年に１回しか受

付としてやっていないというのと、私個人として

は、寝具というのは毎日寝て使うものですから、

清潔にしたいところだと思うので、１回とは言わ

ず何回か増やしていただきたいなと思うところな

のですけれども、この事業自体は大変よいものだ

と思います。この事業自体を周知するに当たって

は、どうやって周知されているのでしょうか。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） 事業の周知方

法について申し上げます。

周知方法としましては、広報ひろさきへの掲載

や、ＦＭアップルウェーブの行政なんでも情報で

周知を図るとともに、６月に行われる弘前市民生

委員児童委員協議会定例会におきまして、各地区

の民生委員へ本事業の周知並びに事業申込みの取

りまとめを依頼しております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ました。

説明書等々を見ましても、やはり実施回数とか

件数自体がかなり少ないような印象を受けます。

市内では高齢者がどんどん増えてきている中で、

寝たきりの方というところでいくと、高齢者以外

にも寝たきりの方はいらっしゃるとは思うので、

ぜひ、周知の部分に関しては、関係者の皆さん

と、もっともっと広げていただきたい事業ですの

で、周知徹底していただきたいなと思います。
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また、先ほど伝えたとおり、年に１回、もしく

は７月に受付をやめてしまうのではなくて、必要

なときに受付できるような仕組みに変えられるよ

うに検討していただければなと思いました。あり

がとうございます。

次の質疑に移ります。

３款１項３目、今話をしたところのすぐそばに

あるのですけれども、決算説明書が87ページ、決

算書78ページにございます。歩行安全杖支給扶助

費についてお伺いいたします。

要するにこちらも、つえの支給の部分になるの

かなと思うのですけれども、これについての概要

と直近の３年間程度で構いませんので、支給状況

をお知らせください。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） 歩行安全杖支

給扶助費の概要と、直近３年間の支給状況につい

て申し上げます。

当市が実施しております歩行安全杖支給扶助

は、昭和47年より開始された事業で、目的としま

しては、歩行につえが必要なおおむね65歳以上の

高齢者に対し、夜光反射テープが巻かれた木製の

つえを支給し、歩行時の安全を図るものでありま

す。

続きまして、直近３年間の支給状況につきまし

ては、令和４年度で195本、令和５年度で207本、

令和６年では247本を支給しております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

直近３年間ではありましたけれども、200本前

後、毎年出ているということであります。

この事業はいいものではありますけれども、こ

の流れといいますか、どうやって受け取ることが

できるのかについて、少し具体的にお答えいただ

けますか。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） 事業の流れに

ついて申し上げます。

申請は、市役所介護福祉課、岩木、相馬各総合

支所民生課において、本人、御家族、民生委員、

ケアマネジャー、地域包括支援センター職員より

受付しておりまして、その場で申請があり次第、

つえを配付しております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

各所で対応してもらえるということでありまし

た。

最初の答弁で言っていただいたところで、今現

在、市が支給しているのが木のつえであるという

ことで、私も介護とか薬局で勤めた経緯もありま

すけれども、その中でつえというのは、今、木で

はなくて、長さを変えることができるようなもの

が安価でかなり普及していますし、いいものがあ

ります。木を渡しているということですけれど

も、市でつえの単価は幾らで仕入れて出している

のでしょうか。

◎介護福祉課主幹（関 進一郎） つえの単価で

ございますが、つえの単価につきましては、木製

で夜光反射テープを巻いたもので、１本当たり税

込み1,980円となっております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

そうであれば、1,980円くらいのものはたくさ

ん今出回っておりますし、聞いた話によれば、木

の長さが本人にあまり合わない場合は、自分で切

るか、ケアマネジャーとか関係者の方が一生懸命

のこぎりで切って使っているということを伺って

いますので、ぜひもうちょっとその辺を柔軟に対

応できるように、値段設定だけにして、御本人が

欲しいものを買ってもらえるようにするだとか、

仕組みをちょっと、何せ事業自体が昭和47年から

始まっているものですから、内容をちょっと改善

していく必要があるのではないかなというところ

を求めて、この質疑は終わります。
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最後に、３款２項４目の児童館等管理工事につ

いてお伺いいたします。

こちらの説明書を拝見しましたけれども、各所

の解体工事とか、必要な修理工事が行われるよう

でございます。今回、御提示いただいている施設

において、より具体的にどこの施設で一体何を行

うのかというところを、もうちょっと詳細を教え

ていただけますでしょうか。

◎こども家庭課健全育成係長（小川 華子） 冷

房設備につきましては、自得、堀越、城東児童館

の３施設に各１台、船沢、新和、東目屋児童館の

３施設に各２台の計９台、三岳、北、致遠、西

部、みやぞの、千年児童センターの６施設に各１

台、東部児童センターに２台の計８台を新設して

おります。

暖房設備につきましては、経年劣化により修繕

が不可能になった千年、致遠、北児童センターが

各１台、みやぞの児童センターが２台の計５台の

ＦＦ式ストーブ取替え工事を行っております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

今、設備のところで、冷暖房の設備が入るとい

う話を伺ったのですけれども、それ以外の部分で

解体工事が二つあります。こちらについては解体

されるのでしょうけれども、スケジュールはどの

ような感じで行う予定になっているのでしょう

か。

◎こども家庭課健全育成係長（小川 華子） 旧

進修児童館と旧ひまわり荘の施設規模が異なる２

件の解体工事を行っております。

旧進修児童館の解体工事につきましては、令和

６年４月にアスベスト含有調査委託を発注し、令

和６年８月に残置物の処分業務を委託した上で、

令和６年10月に工事契約を締結し、工事期間を

100日間として実施しております。

旧ひまわり荘の解体工事につきましては、旧進

修児童館と同様に、令和６年４月にアスベスト含

有調査を委託し、令和６年８月に残置物の処分業

務の委託を行い、令和７年３月に工事契約を締結

しており、工事期間を210日間として実施してお

ります。

◎１番（須藤 江利加委員） 解体工事について

は分かりました。

冷暖房について少し伺いたいのがもう１点だけ

あるのですけれども、今回、各所で設置が新しく

なったりするということなので、とてもいいと思

うのですが、今回やるだけで全て賄い切れている

のかという点が若干気になるところなのですけれ

ども、まだ足りていない、もっと冷暖房が必要な

場所というのは、現段階ではまだ残っているもの

なのでしょうか。

◎こども家庭課健全育成係長（小川 華子） 冷

房設備の設置につきましては、冷房設備が未設置

の部屋のうち、児童が主に活動する部屋から計画

的に整備していく予定になっており、設置完了は

令和12年度を予定しております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ました。

令和12年までとは、まだ時間がかかりそうでは

あるのですけれども、子供たちが過ごす場所でも

ありますので、ぜひスピーディーにやっていただ

ければなと思います。ありがとうございました。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来。

◎８番（樋川 篤子委員） お願いします。

３款１項１目、決算書74ページです。説明書は

72ページになります。弘前市社会福祉協議会運営

費補助金について伺います。

この運営費補助金として、合計8057万9000円と

なっています。その中の法人後見事業費478万

5000円についてお伺いします。

まずは、法人後見事業についてお知らせくださ



－ 321 －

い。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 弘前市社会福祉協

議会に対する運営費補助金の中の法人後見事業と

いうことでお答えいたします。

まず、法人後見につきましては、社会福祉法人

やＮＰＯ法人などが法人として成年後見人等に選

任されるものでございます。法人後見では、法人

の職員が後見事務を担当して行いますので、その

職員が何らかの理由で事務を行えなくなったとし

ても、法人として後見事務を継続して行えるとい

う利点がございます。

弘前市社会福祉協議会では、令和元年度から法

人後見を開始して、地域における権利擁護の受皿

として活動していただいておりまして、市では、

この社会福祉協議会運営費補助金によって、その

費用の一部を補助して、法人後見の取組を支援し

ているところでございます。

◎８番（樋川 篤子委員） この法人後見事業費

478万5000円の内訳を教えてください。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 478万5000円の内

訳ということでお答えいたします。

弘前市社会福祉協議会では、成年後見制度のサ

ポートを受ける方の状況に応じまして、必要な医

療や介護を受けるための契約のほか、相続などを

含めた土地家屋の処分、死後の事務対応など様々

な業務を担っていただいております。

さらに、被後見人が亡くなられた際に備えまし

て、24時間対応できるように体制を構築しており

まして、市の補助金につきましては、法人後見事

業に従事する職員の人件費のほかに、後見活動に

係る保険料、体制強化のための研修費等に充てら

れております。

◎８番（樋川 篤子委員） 社会福祉協議会の法

人後見というのは、被後見人の報酬が自主財源に

なる仕組みで、この報酬は家庭裁判所の審判で定

められるものと認識しているのです。今この御答

弁で、478万5000円の内訳が保険費、あとは保険

料とか研修、それと人件費という、ちょっと人件

費が多くを占めるのかなという印象なのですが、

今、受任件数の現状と、あと対応に当たっている

職員の人数が分かれば教えてください。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 受任件数と対応に

当たっている職員の人数ということでお答えいた

します。

今年４月初めの時点での受任件数が20件、それ

から８月末現在の受任件数は22件となっておりま

す。

市社会福祉協議会が受任しているケースの特徴

といたしましては、長期的な財産管理などが必要

とされるようなケース、こういった複数の課題が

あるケースを長期的に受任しているものと考えて

おります。

◎８番（樋川 篤子委員） いろいろな業務があ

り、兼任されているかと思うのですが、もし可能

でしたら、今現在、法人後見に携わっている職員

の数が分かりましたら教えてください。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 失礼いたしまし

た。社会福祉協議会で法人後見に携わっている職

員の人数ということでお答えいたします。

令和６年度から社会福祉協議会の中に成年後見

等事業推進室を設置いたしまして、受任体制を強

化しておりますが、この中でほかの業務を兼任す

る３人が後見事務を行うとともに、24時間対応で

きる体制を取っていると伺っております。

◎８番（樋川 篤子委員） この運営費補助金な

のですが、本来はＮＰＯとか民間だと、被後見人

からの報酬を基にいろいろなやりくりをしている

という現状があるかと思います。社会福祉協議会

運営費補助金の人件費が6400万円くらい、この中

の法人後見事業費の人件費もこの478万5000円に

含まれている。あとは自主財源となる被後見人か

らの報酬が、どのように適正に運営されているの
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か、二重でということがないものか、その辺に関

して、今数字はあれなのですけれども、こういう

人件費など、補助金が適正に使われているかどう

かというチェックは市でされるものでしょうか。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 社会福祉協議会に

つきまして、補助金が適正に使われているかとい

うチェックなのですけれども、市としてはその確

認はしております。

弘前市社会福祉協議会につきましては、この法

人後見もそうなのですけれども、様々な地域福祉

に係る事業を実施していただいているところでご

ざいます。例えば、日常生活自立支援事業であっ

たりとか、ボランティアの関連事業であったりと

か、そういった地域福祉に係る事業を実施してい

ただいておりまして、そういったところに対し

て、運営費補助金を支出しているところでござい

ます。

◎８番（樋川 篤子委員） 弘前市地域福祉計画

というものがあって、ここは少子化ですとか高齢

化、ヤングケアラーとか多様な問題が出てきてい

て、重層的な相談支援体制の構築が急務と、市が

策定しているもの、弘前市地域福祉計画には書か

れています。

加えて、弘前市社会福祉協議会が策定する地域

福祉活動計画がありまして、これと連携を図ると

図でも詳しく示されていて、市と社会福祉協議会

は両輪で支援を進めていくと認識していますの

で、これからますます本当に重層的な支援が必要

になってくると思いますので、自主財源があるな

らそれをうまく活用し、補助金を出すなら本当に

最大限の機能を両方で発揮していけるように進め

ていっていただきたいと思います。

◎１０番（成田 大介委員） 私からは、まず３

款１項１目、決算書74ページ、弘前市社会福祉協

議会除雪支援事業費補助金ということで、今、三

浦委員からも質疑があったのですけれども、

ちょっとはしょらせていただいて、まず695世帯

の実施に対しての内訳というのを聞かせてくださ

い。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 695世帯の内訳と

いうことでお答えいたします。

対象となる除雪支援事業の要件といたしまして

は、高齢者や障がい者、母子・寡婦世帯というと

ころがございます。かつ自力で除雪作業が困難で

あったりとか、経済的に除雪業者に依頼するのが

困難であったりとか、近隣に親戚等がなく、援助

が見込めないというところが満たされる世帯に除

雪支援を行っているところでございます。

市社協によりますと、高齢者世帯の割合が大き

いと伺っているところでございます。

◎１０番（成田 大介委員） そうかと思いま

す。

あと960人のボランティアというのは非常に少

ない数ではない、多い数なのかなと思うのですけ

れども、この確保方法というのはどうしたもので

しょうか。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 960人というボラ

ンティアの確保方法ということでお答えいたしま

す。

地域社会福祉協議会が主体となりまして、地域

住民への声がけ等により、ボランティアを確保し

ているということで伺っておりますが、高齢化な

どもありまして、確保が困難になりつつあるとい

う課題も伺っているところでございます。

◎１０番（成田 大介委員） 先ほど実施回数が

１万2210回あったというところなのですけれど

も、これは１世帯当たり4,000円という話もお聞

きしました。それで、補助額が92万6666円だとい

うことの費用対効果を考えたときに、非常にいい

のかなと思うのですけれども、そこの費用対効果

のところは飛ばさせていただいて、これと併せ

て、昨年の大雪に必要とする世帯のニーズは満た
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せたと感じているでしょうか。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 必要となるニーズ

を満たせたかどうかというところでお答えいたし

ます。

弘前市社会福祉協議会からは、先ほどもお答え

いたしましたが、近年、除雪ボランティアが不在

の地域も増えていると伺っておりまして、記録的

な豪雪となりました令和６年度の実施回数は、少

雪となりました令和５年度からは大きく増加して

おりますが、平年並みの実施回数にとどまったも

のでございます。

市の除雪困難者全体のニーズを満たすことは、

ボランティアの数が増えていない現状からも難し

い状況にあると認識しております。

市といたしましては、今後も弘前市社会福祉協

議会と連携いたしまして、除雪支援事業に携わる

ボランティアの確保など、個々の課題の解決に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

◎１０番（成田 大介委員） 最後に、今様々な

異常気象と言われているものが数年で何か起きる

ということになっていまして、今年度も大雪に

なってくる可能性も当然あるし、これが１年後、

２年後とずっと続いていく可能性もあるわけでご

ざいます。

ボランティアの確保というのは非常になかなか

難しいテーマなのかなと思うのですが、これにつ

いて、確保の見通し、あるいは今後の持続性につ

いて、最後にお聞かせいただければと思います。

◎福祉総務課長（高屋 憲） 今後のボランティ

アの確保の見通しということでお答えいたしま

す。

近年、高齢化が進みまして、ボランティア除雪

を担うのは町会の方であったり、地区社会福祉協

議会の方であったり、そういうこともありまし

て、これらの方の高齢化などによってボランティ

アの確保が困難となっていると伺っております。

弘前市社会福祉協議会においては、現状の除雪

支援の仕組みの見直しも含めまして、地区社会福

祉協議会及び市と意見交換をしていく予定である

と伺っております。

市といたしましては、弘前市社会福祉協議会と

連携いたしまして、ボランティアの募集方法など

について、一緒に検討してまいりたいと考えてお

ります。

◎１０番（成田 大介委員） 次に、３款２項１

目、決算書82ページであります。

第３期弘前市子ども・子育て支援事業計画利用

希望把握調査等業務委託料について質疑いたしま

す。

まず、この事業の概要と451万円という金額の

およその内訳についてお聞かせください。

◎こども家庭課長補佐（太田 宏之） 事業の概

要と451万円の内訳について御説明をいたしま

す。

まず、各市町村は、子ども・子育て支援法に基

づきまして、５年を１期とする子ども・子育て支

援事業計画を定めることとされております。

当市の第２期計画が令和６年度末で終わりを迎

えることから、令和７年度から令和11年度を計画

期間とする第３期計画の策定に当たりまして、子

育て世帯の保護者の就労状況や教育・保育施設等

の利用に関する意向、その他の実情を把握するた

めのニーズ調査、調査結果の分析等を委託したも

のでございます。

451万円の内訳といたしましては、ニーズ調査

に係る提案や調査の実施、集計、分析、調査結果

の報告等に係る直接的な人件費が121万9000円、

報告書の作成や調査票の印刷、発送等に係る費用

が283万1000円という内訳になっております。

◎１０番（成田 大介委員） そして、この調査

対象者というのが就学前児童の保護者4,000件、

これは無作為に抽出していると、それと就学児童
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の保護者6,498件は公立小学校の全児童とありま

すが、そのような調査方法とした理由、そして、

この無作為抽出というのはどのようにやるのかお

聞かせください。

◎こども家庭課長補佐（太田 宏之） お答えい

たします。

前回、第２期計画の際には、就学前児童の保護

者と小学生の保護者、各2,500件、計5,000件で実

施しております。しかし、より調査の精度を上げ

るため、就学前児童の保護者を4,000件、公立小

学校の全児童の保護者を6,498件の約２倍の調査

数としたものであります。

小学生の保護者に対しましては、小学校経由で

調査票を配付し、就学前児童の保護者に対しまし

ては、地域に偏りが出ないよう、まず、市が対象

児童がいる世帯を住基データから抽出しまして、

それをさらにランダムに選定したデータを基に宛

名シールを作成し、その宛名シールによって、委

託事業者が調査票を対象家庭へ配付する方法とい

たしました。

◎１０番（成田 大介委員） 地域に偏りが出な

いようになっているのかなということを思うので

すけれども、この調査票の回答率というのはどれ

ぐらいになっているかお聞かせください。

◎こども家庭課長補佐（太田 宏之） 調査票の

回答率ということでございますが、就学前児童の

保護者の回答率が55.6％、小学生の保護者が46.6

％、全体で50％ということでございました。

なお、前回第２期計画策定時の回答率が47.1％

でありましたので、2.9ポイントアップしており

ます。

◎１０番（成田 大介委員） 最後にお尋ねする

のですけれども、この調査報告書の作成というこ

とで、当然作成されたのであれば、市民の皆さん

も見られるような状況になっていなければいけな

いのかなと思うのですけれども、それは見られる

状況なのかということと、さらに、もし見られた

場合に、前回調査との比較とかというのはできる

ものなのかどうなのか、もし分かれば最後に教え

てください。

◎こども家庭課長補佐（太田 宏之） 業務内容

に係る調査報告書ですが、成果物として事業者か

ら提供を受けまして、昨年12月、市のホームペー

ジへ掲載しております。ですので、どなたでもそ

の内容については、ホームページ上から御覧いた

だける内容となっておりますが、前回内容との比

較というところではしていないところでございま

す。

◎１０番（成田 大介委員） 次に、３款２項１

目、決算書82ページ、説明書の92ページです。特

別保育事業について質疑いたします。

まず、令和６年度の一時預かり事業の延べ利用

人数が８万929人ということに対して、一時預か

り事業の利用者負担軽減の交付件数が14件となっ

ております。ちょっと少ないように感じるのです

けれども、これは条件が厳しいとか、あるいは制

度を知らないとか、何かそういう理由はあるのか

どうかお聞かせください。

◎こども家庭課保育係長（福田 育子） この事

業は、国の実施要綱の改正に伴って、令和６年11

月から新たに開始されたものであるため、令和６

年度は交付件数が少なかったと考えております。

条件については、保育所等を利用していない低

所得者世帯と限られておりますので、人数は制限

されてくるかと考えております。

この制度の周知については、市ホームページや

広報、ラジオのほか、施設から保護者に対して制

度の説明をしていただいております。

◎１０番（成田 大介委員） 次に、延長保育に

ついてなのですけれども、令和６年度の利用者数

は2,171人ということで、これが多いか・少ない

かは何とも言えないのですけれども、この事業体
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制について何か不足とかはないか教えてくださ

い。

◎こども家庭課保育係長（福田 育子） 令和６

年度の入所児童数は4,468人でした。そのうち約

５割の児童が延長保育事業を利用しております。

延長保育事業は全ての施設において実施してお

り、市内全域において提供体制に不足はないと考

えております。

◎１０番（成田 大介委員） そして、夜間利用

についてなのですけれども、今いろいろとそれぞ

れの働き方であったり、あるいはひとり親家庭

で、夜間保育のニーズというのは非常に高まって

いるのではないかなと思うのですが、これについ

ての課題があればお聞かせください。

◎こども家庭課保育係長（福田 育子） 夜間利

用に対応している施設は市内に４施設ございま

す。夜間利用を希望する保護者と各施設がうまく

マッチングされており、夜間利用に対する要望等

は現在寄せられていないところでございます。

今後は、夜間利用のニーズが高まった場合に

は、各施設への協力を仰ぎながら対応してまいり

たいと考えております。

◎１０番（成田 大介委員） 最後に意見という

か、要望というか、また毎年一年一年状況は変

わっていっていると思うので、一概には言えない

のですが、以前、シングルマザーの親御さんが仕

事の関係で、夜間保育に預けたいのだけれども、

もう定員に達してしまって、その日は行けないみ

たいな感じで、子供を預かってくれないかという

相談が来たこともありました。そういう意味でい

うと、実際の調査の部分と利用したい人のニーズ

というか、そういう部分は若干の乖離もあるのか

なということも感じたりするので、その辺のニー

ズに対してはしっかり対応していけるように、意

見の聞き取り等ができる場面があったらしっかり

と取り組んでほしいなとお願いして終わります。

◎委員長（外崎 勝康委員） お諮りいたしま

す。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、明25日、引き続き３款民生費から

審査することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認

め、明25日、引き続き３款民生費から審査するこ

とに決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上をもって、本

日の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、明25日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時５０分 散会〕
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委 員 長 外 崎 勝 康

副委員長 坂 本 崇


